
小山町開発行為等に関する規則

平成２４年３月３０日

小山町規則第１８号

（趣旨）

第１条 この規則は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）に

基づく開発行為等に関し、法、都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「

政令」という。）及び都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号。以下「省令

」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（開発行為予備審査）

第２条 法第２９条第１項又は第２項の規定による開発行為の許可（以下「開発許可」と

いう。）を受けようとする者の利便を図るため、その者の依頼により、あらかじめ次に

より開発行為予備審査（以下「予備審査」という。）を行うことができる。

２ 開発行為予備審査依頼書（様式第１号）は、次に掲げる図書を添付して、町長に提出

するものとする。

（１）開発計画概要書（様式第２号）

（２）市街化調整区域における開発行為にあっては、法第３４条各号のいずれかに該当す

る理由を示す書面（作成要領は別表第１による。）

（３）開発区域位置図（作成要領は別表第２による。）

（４）現況図（作成要領は別表第２による。）

（５）土地利用計画図（作成要領は別表第２による。）

（６）開発区域を明らかにする不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第１４条第１

項に規定する地図又は同条第４項に規定する図面の写し（以下「公図写し等」という

。）（作成要領は別表第２による。）

（７）接続道路の概要及び改修計画書（必要に応じて現況交通量及び予想発生交通量等を

示し､道路改修の必要性を検討すること。）

（８）流末水路の概要及び改修計画書（放流先河川の流下能力を示し、河川改修の要否に

ついて検討すること。）

（９）現況写真

（10）その他町長が必要と認めるもの

３ 予備審査は、開発行為現地予備審査表（様式第３号）により、書類審査及び現地調査



を行うものとする。

４ 現地調査は、関係機関及び予備審査を依頼した者（以下「予備審査依頼者」という。

）の立会いの上で、次に定める事項について調査するものとする。

（１）開発区域に存在する歴史的自然機能の役割及び変化の有無

（２）各種指定、地域及び地区との適合性

（３）開発区域内及び周辺の崖崩れ及び出水の状況

（４）開発計画により予測される各種公害発生の有無及び対策

（５）開発計画の需要に対する既設の水道、その他の給水施設の能力又は町の給水計画に

対する適合性

（６）開発区域内の下水（汚水及び雨水）を適切に排出できる開発区域外の排水施設等の

存在の有無及び放流先までの距離と対策

（７）樹木の保存計画とその適否

（８）消防水利の存在の有無及び方法

（９）開発行為及び建築行為に必要な工事車両等の進入路の有無及び安全対策

（10）工事期間中に必要とされる防災対策

（11）開発区域内の土地の地盤の状況

（12）接続道路の状況

（13）公共施設の有無及び管理者

（14）都市計画施設の状況

（15）開発行為及び建築行為をするに当たって必要とされる他の法令の許認可名及びその

機関

（16）その他必要とされる公共施設の設置の見通し

５ 予備審査により他の法令との関連から特に重要と認められるものについては、関係機

関と調整を図るものとする。

６ 町長は、予備審査が終了したときは、開発行為予備審査の結果について（様式第４号

）により当該予備審査依頼者に通知するものとする。

７ 前号の規定による通知は、通知の日から３年が経過した場合又は関係法令等の改正が

あった場合は、その効力を失うものとする。

（開発行為の許可申請）

第３条 開発許可を受けようとする者は、省令第１６条第１項の開発行為許可申請書に法



第３０条第２項に規定する書類のほか、次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなけ

ればならない。

（１）省令第１６条第２項の設計説明書及び設計図（作成要領は別表第２による。）

（２）省令第１６条第５項の資金計画書（自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行

為又は自己の業務用の建築物の建築等を目的とする開発区域の面積が１ヘクタール未

満の開発行為を除く。）

（３）開発行為の施行同意者の印鑑登録証明書

（４）法第３３条第１項第１２号に規定する基準に適合することを証するための書面（自

己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物の建築等を

目的とする開発区域の面積が１ヘクタール未満の開発行為を除く。）

（５）法第３３条第１項第１３号に規定する基準に適合することを証するための書面（自

己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物の建築等を

目的とする開発区域の面積が１ヘクタール未満の開発行為を除く。）

（６）申請者の住民票の写し（法人にあっては、法人の登記事項証明書（全部事項証明書

に限る。以下同じ。））

（７）予備審査の結果の通知に対する措置状況を示す書面（予備審査を行ったものに限る

。）

（８）開発区域に含まれる土地に係る不動産登記法第１１９条第１項に規定する登記事項

証明書（以下「登記簿謄本」という。）

（９）市街化調整区域における開発行為にあっては、法第３４条各号のいずれかに該当す

る理由を示す書面

（10）開発区域を明らかにする公図写し等

（11）開発区域の土地の求積図（作成要領は別表第２による。）

（12）防災工事計画平面図（作成要領は別表第２による。）

（13）防災施設構造図（作成要領は別表第２による。）

（14）構造計算書（作成要領は別表第２による。）

（15）安定計算書（作成要領は別表第２による。）

（16）水理計算書（作成要領は別表第２による。）

（17）土地調査書及び地盤改良計画図書（作成要領は別表第２による。）

（18）予定建築物の計画平面図及び立面図（作成要領は別表第２による。）



（19）その他町長が必要と認めるもの

（設計図書等）

第４条 前条第１号の設計説明書は、設計説明書（様式第５号）によるものとする。ただ

し、自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為にあっては、設計概要書（様式第

６号）によるものとする。

２ 省令第１７条第１項第３号の書類は、開発区域内権利者一覧表（様式第７号）及び開

発行為の施行等の同意書（様式第８号）とする。

３ 省令第１７条第１項第４号の書類は、設計者の資格に関する申告書（様式第９号）と

する。（開発区域の面積が１ヘクタール以上のものに限る。）

４ 前条第４号の書面は、申請者の資力及び信用に関する申告書（様式第１０号）とし、

次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）前年度の法人税又は前年の所得税の納税証明書

（２）貸借対照表、損益計算書又は決算報告書（直前の事業年度のもの）

（３）銀行等の預金残高証明書

（４）法人の登記事項証明書（個人の場合は、本籍地市区町村長の発行する身分証明書）

（５）その他町長が必要と認めるもの

５ 前条第５号の書面は、工事施行者の能力に関する申告書（様式第１１号）とし、次に

掲げる書類を添付しなければならない。

（１）前年度の法人税又は前年の所得税の納税証明書

（２）銀行等の預金残高証明書

（３）法人の登記事項証明書（個人の場合は、本籍地市区町村長の発行する身分証明書）

（４）建設業の許可証の写し

（５）その他町長が必要と認めるもの

６ 法第３２条第１項の同意を得たことを証する書面は、都市計画法第３２条第１項の規

定に基づく同意書（様式第１２号）とする。

７ 法第３２条第２項の規定による協議の経過を示す書面は、新設する公共施設一覧表（

様式第１３号）とする。

（開発許可の技術的基準）

第５条 開発許可に係る技術的基準に関しては、法、政令及び省令で定めるもののほか、

別に定める。この場合において、別に定める技術基準に規定する基準にないものは、静



岡県の定める技術基準の例による。

（法第３４条第１号の開発行為）

第６条 法第３４条第１号の開発行為（同号に規定する店舗、事業場その他これらに類す

る建築物の建築の用に供する目的で行うものに限る。）は、次の各号のいずれにも該当

するものとする。

（１）建築物の位置は、周辺に５０以上の建築物（市街化調整区域内に存するものに限る

。）が連たんしている地域内であること。

（２）建築物の敷地は、５００平方メートル（円滑な交通に支障を及ぼすことがないよう

に必要な規模の駐車場を設ける場合にあっては、１，０００平方メートル）以下であ

ること。

（３）建築物の延べ面積は、３００平方メートル以下であること。

（４）建築物の用途は、日常生活のため必要な物品（自動車、家具その他これらに類する

耐久消費財を除く。）の小売業若しくは修理業、食堂その他これらに類する飲食店業

又は理容業、美容業その他これらに類するサービス業を営む店舗又は事業場であるこ

と。

（休憩所又は給油所等の適切な位置）

第７条 政令第２９条の７第１号の適切な位置は、次に掲げるとおりとする。ただし、当

該開発区域に接する道路の沿道及び当該開発区域の周辺の市街化区域の土地の利用状況

並びに当該開発区域に接する道路の幅員及び交通の状況に照らして、土地の利用上及び

通行の安全上支障がないと認められる場合にあっては、この限りでない。

（１）休憩所にあっては、幅員９メートル以上の国道その他これに類する道路に３０メー

トル以上接し、かつ、市街化区域から５００メートル以上離れていること。

（２）給油所等にあっては、幅員６メートル以上の国道、県道その他これらに類する道路

に３０メートル以上接し、かつ、市街化区域から５００メートル以上離れていること

。

（既存権利者の届出）

第８条 法第３４条第１３号の規定による届出は、都市計画法第３４条第１３号の規定に

よる届出書（様式第１４号）によるものとし、次に掲げる図書を添付して、町長に届け

出なければならない。

（１）位置図



（２）公図写し等

（３）土地の登記簿謄本

（４）配置図

（５）農地にあっては、農地法の手続を完了した旨を証する書類

（６）現況写真

（７）その他町長が必要と認めるもの

（開発審査会への付議）

第９条 法第３４条第１４号又は政令第３６条第１項第３号ホ（法第４２条第１項ただし

書の規定による許可に際し準用する場合を含む。）の規定による開発審査会への付議に

関しては、別に定めるものとする。

（開発行為の協議等）

第１０条 法第３４条の２に規定する国の機関又は都道府県等との開発行為の協議等に関

しては、別に定めるものとする。

（開発許可の手順）

第１１条 開発許可は、次により行うものとする。

（１）申請書の審査は、開発行為許可審査表（様式第１５号）により行うものとし、特に

重要と認められるものについては、関係機関と協議し意見書の提出を求めた上で、そ

の旨審査表に記載しておくものとする。

（２）町長は、開発許可を行うときは、都市計画法第２９条の開発行為について（様式第

１６号）により許可印を押した申請図書とともに、当該申請をした者に通知するもの

とする。

（３）法第７９条の規定に基づき付す条件は、次に掲げる事項のうち町長が必要と認める

ものとする。

ア 開発行為の工事着手前に、工事着手届に工程表を添付して提出すること。

イ 開発行為許可標識を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第３６条第

３項の規定による公告の日まで開発区域内の見やすい場所に掲示すること。

ウ 防災施設に関する工事を先行させ、工事施工中の防災措置を十分行うこと。

エ 別表第３により写真の整備を行うこと。

オ 盛土の施工は、政令第２８条第４号の規定を遵守すること。

カ 擁壁は、基礎地盤の支持力等が設計条件を満たすことを確認した上、施工するこ



と。

キ 切土又は掘削の結果、当該箇所の土質が地質調査等から想定したものと著しく異

なる場合は、速やかに対策を講じること。

ク 開発行為を廃止する場合は、安全上の措置に関する計画の承認を受けた上、安全

上の措置を講ずること。また、工事の廃止の届出を行うとともに工事により損なわ

れた公共施設の機能の回復を図ること。

ケ 許可した日から起算して２年以内に工事に着手しない場合は、許可を取り消すこ

とがあること。

コ 公共施設の管理者へ帰属させることとなる土地については、工事完了までに当該

土地の登記承諾書を公共施設の管理者に提出できるよう準備すること。

サ その他都市計画上必要と認められる事項

（開発行為の変更許可等）

第１２条 開発許可を受けた者（法第４４条又は法第４５条の規定により地位の承継があ

ったときは、承継した者。以下「開発者」という。）は、当該開発許可に係る事項を変

更しようとするときは、法第３５条の２第２項に規定する開発行為変更許可申請書（様

式第１７号）に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

（１）開発許可に係る事項を変更しようとする理由を記載した書面

（２）第３条に規定する書類及び図書のうち当該変更に係るもの

（３）変更事項新旧対照表（変更事項について変更前と変更後を対照したもの）

（４）事前協議終了に係る通知の写し（第５項の事前の協議を行った場合に限る。）

２ 申請書の審査は、開発行為変更許可審査表（様式第１８号）により行うものとする。

３ 町長は、変更許可を行うときは、開発行為の変更について（様式第１９号）により許

可印を押した申請図書とともに、当該開発者に通知するものとする。

４ 法第３５条の２第３項の規定による届出をしようとする開発者は、開発行為変更届出

書（様式第２０号）により町長に届け出なければならない。

５ 法第３０条第１項第３号の開発行為に関する設計の変更（省令第２８条の４の軽微な

変更を除く。）をしようとする開発者は、次に掲げる事項のいずれかに該当するものを

除き、事前の協議を行うことができる。ただし、省令第２９条の工事完了届出書若しく

は公共施設工事完了届出書又は第１９条の開発区域内における建築等制限解除申請書を

受理する前までに、当該協議の内容についての変更許可手続を行わなければならない。



（１）擁壁に関して種類又は断面の変更等により、構造計算を行う必要があるもの

（２）調整池に関して必要となる容量、放流口の位置若しくは断面又は余水吐の断面を変

更するもの

（３）地盤改良に関して工法の追加又は変更を行うもの

（４）公共施設の管理者又は管理をすることとなる者と変更の協議が必要なもの

（５）開発区域の面積が２０ヘクタール以上の開発行為について、政令第２３条に掲げる

者と変更の協議が必要なもの

６ 前項の事前の協議は、開発行為変更協議書（様式第２１号）に変更箇所が確認できる

図書（作成要領は第３条に準ずる。）を添付して、町長に申し出るものとし、協議が終

了したときは、町長は開発行為の設計の変更に関する協議について（様式第２２号）に

より当該開発者に通知するものとする。

（工事着手の届出）

第１３条 開発者は、当該開発行為に関する工事に着手するときは、工事着手届（様式第

２３号）に工程表（様式第２４号）を添付して、町長に届け出なければならない。

（指定工程報告）

第１４条 開発者は、当該開発行為に関する工事が、あらかじめ町長の指定した工程に達

するときは、指定工程報告書（様式第２５号）により町長に報告しなければならない。

（開発行為許可標識の掲示）

第１５条 開発者は、開発行為許可標識（様式第２６号）を、当該開発行為に関する工事

に着手した日から法第３６条第３項の規定による公告の日まで開発区域内の見やすい場

所に掲示しなければならない。

（工事完了の検査）

第１６条 開発者は、開発行為に関する工事を完了したときは、省令第２９条の工事完了

届出書又は公共施設工事完了届出書に次に掲げる図書を添付して、町長に届け出なけれ

ばならない。

（１）開発区域位置図

（２）最終許可書の写し

（３）公共施設に関する工事を完了したものにあっては、当該施設の管理者又は管理者と

なるべき者の検査結果を示す書面又は検査の状況を示す書面（検査不要又は検査未実

施の場合は、その理由を記載した書面を添付すること。）



（４）実質工程表

（５）許可に係る造成計画平面図

（６）防災施設の出来形図（許可に係る防災施設構造図に設計値と出来形を対照したもの

）

（７）擁壁の出来形図（許可に係る擁壁の断面図に設計値と出来形を対照したもの）

（８）各区画の確定面積を明示した区画確定測量図（宅地分譲に限る。）

（９）工事の施工状況が確認できる写真（作成要領は別表第３による。）

（10）品質管理表（作成要領は別表第４による。）

（11）その他町長が必要と認めるもの

２ 法第３６条第２項の規定による検査等は、次により行うものとする。

（１）完了検査は、書類審査と関係機関及び関係者の立会いの上で、別に定める検査要領

による現場検査を行うものとし、完了検査の結果を開発行為に関する工事の完了検査

結果書（様式第２７号）にとりまとめておくものとする。

（２）完了検査の結果、手直工事等の指示を受けた開発者は、指示に係る工事等を完了さ

せ、手直工事（指示事項）完了報告書（様式第２８号）に次に掲げる図書を添付して

、町長に提出するものとする。

ア 手直工事箇所の位置図（造成計画平面図を利用すること。）

イ 手直工事前及び手直工事完了後の写真

（３）手直工事については、再検査を行うものとする。ただし、写真で手直しの内容が確

認できる場合は、現場検査を省略できるものとする。

（４）町長は、検査又は再検査の結果、開発行為に関する工事又は公共施設に関する工事

が、当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、開発者に省令第３０条に規

定する開発行為に関する工事の検査済証又は公共施設に関する工事の検査済証を交付

しなければならない。この場合において、検査済証の交付前に、公共施設の管理者と

なるべき者の検査状況及び公共施設の敷地の帰属手続の状況を確認するなど、的確に

町等への財産帰属がなされるよう留意するものとする。

（工事完了公告）

第１７条 省令第３１条に規定する工事完了公告は、町が設置する掲示場に掲示して行い

、開発者に公告の写しを１部交付するものとする。

（建築等の制限解除の基準）



第１８条 法第３７条第１号の規定に基づく建築等の制限の解除（以下「制限解除」とい

う。）は、次に掲げる事項のいずれかに該当し、安全上支障がなく、かつ、開発行為が

許可どおり行われる見通しのある場合に行うものとする。

（１）住宅地造成等で、官公署、汚水処理場その他の公益的施設を先行的に建築するもの

（２）開発行為に関する工事と建築等の工事が重複し、建築等の工事に着手しないと開発

行為に関する工事が完了しないもの

（３）開発行為に関する工事の完了前に建築等に着手しないと、工事に著しい手戻りを生

ずるもの

（４）収用対象事業の施行により移転又は除却するために必要となったもの

（５）その他町長が特に必要があると認められるもの

２ 前項の規定にかかわらず、公共施設に関する工事が完了していないものについては、

制限解除を行わないものとする。ただし、施工上等の理由によりやむを得ないもので、

工事の進捗状況等により確実に完了すると認められるものは、この限りでない。

（建築等の制限解除）

第１９条 制限解除を受けようとする者は、開発区域内における建築等制限解除申請書（

様式第２９号）に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

（１）開発区域位置図

（２）公共施設に関する工事を完了したものにあっては、当該施設の管理者又は管理者と

なるべき者の検査結果を示す書面又は検査の状況を示す書面（検査不要又は検査未実

施の場合は、その理由を記載した書面を添付すること。）

（３）建築工事工程表

（４）許可に係る土地利用計画図

（５）建築物等の位置図及び配置図（縮尺１／５００以上）

（６）建築物等の平面図及び立面図

（７）建築物等の用途、規模（建築面積、延べ面積及び階数）、構造及び棟数を示す書面

（８）防災施設の出来形図（許可に係る防災施設構造図に設計値と出来形を対照したもの

）

（９）擁壁の出来形図（許可に係る擁壁の断面図に設計値と出来形を対照したもの）

（10）現況及び工事の施工状況が確認できる写真（作成要領は別表第３による。）

（11）品質管理表



（12）その他町長が必要と認めるもの

２ 申請書の審査は、開発区域内における建築等制限解除審査表（様式第３０号）により

行うものとし、原則として現場検査を行うものとする。この現場検査は、第１６条第２

項第１号から第３号までの規定に準じて行うものとする。

３ 町長は、開発区域内における建築等の制限解除を行うときは、開発区域内における建

築等の制限解除について（様式第３１号）により制限解除印を押した申請図書とともに

、当該申請をした者に通知するものとする。

（工事廃止に伴う措置）

第２０条 開発者は、開発行為に関する工事を廃止しようとするときは、廃止に伴い必要

となる安全上の措置（次項において単に「安全上の措置」という。）を講じなければな

らない。

２ 前項の場合において、開発者は、あらかじめ安全上の措置に関する計画書（様式第３

２号）に次に掲げる図書を添付して、町長の承認を受けなければならない。

（１）開発区域位置図

（２）開発行為に関する工事の施工状況を示す図面（工事に着手した場合に限る。）

（３）安全上の措置に関する計画の内容を示す図面（工事に着手した場合に限る。）

（４）現況写真

３ 町長は、安全上の措置に関する計画を承認するときは、承認印を押した計画図書を当

該開発者に送付するものとする。

（工事廃止の届出）

第２１条 開発者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、省令第３２条の開発行為

に関する工事の廃止の届出書に次に掲げる図書を添付して、町長に届け出なければなら

ない。

（１）開発区域位置図

（２）工事を廃止した土地の現況図（縮尺１／１，０００以上（開発区域の面積が２０ヘ

クタール以上のものにあっては、縮尺１／２，５００以上）とし、工事に着手した場

合にあっては、工事に着手した土地の範囲を明示すること。）

（３）承認を受けた安全上の措置に関する計画書に基づく防災施設等の出来形図（承認を

受けた防災施設構造図等に設計値と出来形を対照したもの）（工事に着手した場合に

限る。）



（４）公共施設に関する工事を完了したものにあっては、当該施設の管理者又は管理者と

なるべき者の検査結果を示す書面又は検査の状況を示す書面（検査不要又は検査未実

施の場合は、その理由を記載した書面を添付すること。）

（５）現況写真

（６）工事の施工状況が確認できる写真（工事に着手した場合に限る。）

（７）品質管理表（工事に着手した場合に限る。）

（８）その他町長が必要と認めるもの

２ 届出書の審査は、開発行為工事廃止届受理審査表（様式第３３号）により行うものと

し、工事に着手した場合にあっては、第１６条第２項第１号から第３号までの規定に準

じて行うものとする。

３ 町長は、届出書を受理したときは、開発行為に関する工事の廃止の届出書の受理につ

いて（様式第３４号）により当該開発者に通知するものとする。

（建ぺい率等の指定）

第２２条 法第４１条第１項の制限は、静岡県の関係部署に協議の上、定めるものとする

。

（制限区域内における建築の許可）

第２３条 法第４１条第２項ただし書の規定により制限が定められた土地の区域内（以下

「制限区域内」という。）における建築の許可を受けようとする者は、制限区域内にお

ける建築の許可申請書（様式第３５号）に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しな

ければならない。

（１）開発区域位置図

（２）許可に係る土地利用計画図

（３）建築物の位置図及び配置図（縮尺１／５００以上）

（４）建築物の平面図及び立面図

（５）建築物の用途、規模（建築面積、延べ面積及び階数）、構造及び棟数を示す書面

（６）現況写真

（７）その他町長が必要と認めるもの

２ 町長は、制限区域内における建築の許可を行うときは、制限区域内における建築の許

可について（様式第３６号）により当該申請をした者に通知するものとする。

（予定建築物等以外の建築等の許可）



第２４条 法第４２条第１項ただし書の規定により予定建築物等以外の建築等の許可を受

けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の許可申請書（様式第３７号）に次に掲

げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

（１）開発区域位置図

（２）法第２９条第１項第２号若しくは第３号若しくは法第４３条第１項第１号から第３

号まで若しくは第５号に該当する理由を示す書面又は法第３４条各号のいずれかに該

当する理由を示す書面（市街化調整区域内に限る。）

（３）許可に係る土地利用計画図

（４）建築物等の位置図及び配置図（縮尺１／５００以上）

（５）建築物等の平面図及び立面図

（６）建築物等の用途、規模（建築面積、延べ面積及び階数）、構造及び棟数を示す書面

（７）現況写真

（８）その他町長が必要と認めるもの

２ 町長は、予定建築物等以外の建築等の許可を行うときは、予定建築物等以外の建築等

の許可について（様式第３８号）により当該申請をした者に通知するものとする。

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可）

第２５条 法第４３条第１項の規定により建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第

一種特定工作物の新設の許可を受けようとする者は、省令第３４条第１項の建築物の新

築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に同条第２項に規

定する書類のほか、次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。

（１）政令第３６条第１項第３号に該当する理由を示す書面（作成要領は別表第１による

。）

（２）敷地概要書（様式第３９号）

（３）位置図（作成要領は別表第５による。）

（４）敷地現況図（作成要領は別表第５による。）

（５）公図写し等（作成要領は別表第５による。）

（６）配置図（作成要領は別表第５による。）

（７）横断図（作成要領は別表第５による。）

（８）敷地求積図（作成要領は別表第５による。）

（９）建築物等の平面図（作成要領は別表第５による。）



（10）建築物等の立面図（作成要領は別表第５による。）

（11）土地の登記簿謄本（作成要領は別表第５による。）

（12）土地の使用承諾書（作成要領は別表第５による。）

（13）現況写真（作成要領は別表第５による。）

（14）その他町長が必要と認めるもの

２ 町長は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可

を行うときは、市街化調整区域内における建築等について（様式第４０号）により当該

申請をした者に通知するものとする。

（地位の承継届）

第２６条 法第４４条の規定により開発許可の地位を承継した者は、遅滞なく地位の承継

届（様式第４１号）に戸籍謄本（法人にあっては、法人の登記事項証明書）及び地位の

承継をしたことを証する書類を添付して、町長に届け出なければならない。

（地位の承継の承認）

第２７条 法第４５条の規定により地位の承継の承認を受けようとする者は、地位の承継

の承認申請書（様式第４２号）に次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければな

らない。

（１）申請者の住民票の写し（法人にあっては、法人の登記事項証明書）

（２）土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証

する書面

（３）第３条第２号及び第４号に規定する書類

（４）工事の施工状況を示す書面

（５）その他町長が必要と認めるもの

２ 町長は、工事廃止を前提とした地位の承継の申請に対しては、あらかじめ現地を調査

し、第２０条に定める工事廃止に伴い必要となる安全上の措置（公共施設の機能の回復

や防災上必要な措置等）が必要と認められる場合には、当該申請をした者が当該措置を

施行する能力及び意思を有していることを書面により確認するものとする。

３ 町長は、地位の承継の承認を行うときは、地位の承継の承認について（様式第４３号

）により当該申請をした者に通知するものとする。

（開発登録簿）

第２８条 省令第３６条第１項の開発登録簿（以下「登録簿」という。）の調書は、開発



登録簿（様式第４４号）によるものとする。

（登録簿の調製）

第２９条 登録簿の調製は、次により行うものとする。

（１）登録簿の調製は、開発許可をしたときに、速やかに行い、開発登録簿に開発区域位

置図を添付するものとする。

（２）法第３５条の２の規定による変更許可若しくは変更届又は法第８１条第１項の規定

による処分により法第４７条第１項各号に掲げる事項について変動を生じたときは、

登録簿に必要な修正を加えるものとする。

（３）第１６条第２項第４号の規定により検査済証を交付したとき、法第４１条第２項た

だし書若しくは法第４２条第１項ただし書の規定による許可があったとき、又は同条

第２項の協議が成立したときは、登録簿にその旨を付記するものとする。

（４）法第３８条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、登録簿を閉鎖するもの

とする。

（登録簿の閲覧所等）

第３０条 省令第３８条第１項の規定の開発登録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）を

小山町役場に置く。

２ 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿に、住所、氏名、閲覧年月日、閲覧する土地

の所在及び閲覧の目的を記入して、係員に申し出なければならない。

（登録簿の閲覧時間等）

第３１条 登録簿の閲覧時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。

２ 閲覧所の休日は、小山町の休日を定める条例（平成２年小山町条例第１３号）第１条

第１項各号に掲げる日とする。

３ 町長は、登録簿の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前２項の

規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。この場合にお

いて、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

（持ち出しの禁止）

第３２条 登録簿は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

（閲覧の拒否等）

第３３条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を拒否し、又は中止さ

せることができる。



（１）登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

（２）他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

（３）前条の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者

（登録簿の写しの交付）

第３４条 法第４７条第５項の規定により登録簿の写しの交付を申請しようとする者は、

開発登録簿謄本交付申請書（様式第４５号）により町長に申請しなければならない。

２ 町長は、登録簿の写しを交付する際には、当該写しが登録簿の真正な写しであること

を証する旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押すもの

とする。

（適合証明）

第３５条 省令第６０条の規定により法の規定に適合する建築物等である旨の証明書の交

付を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請

書（様式第４６号）に別表第６に基づく図書を添付して、町長に申請しなければならな

い。

２ 町長は、法の規定に適合する建築物等である旨の証明書の交付を行うときは、当該申

請をした者に証明書を交付するものとする。

（身分証明書）

第３６条 法第８２条第２項の身分を示す証明書は、身分証明書（様式第４７号）とする

。

（申請書等の提出部数）

第３７条 この規則による申請書等の提出部数は、別表第７のとおりとする。

（標準処理期間）

第３８条 この規則による標準処理期間は、別表第８のとおりとする。

（その他）

第３９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に都市計画法施行細則（昭和４５年静岡県規則第４８号）の規

定に基づいてなされた申請その他の手続は、この規則の相当する規定に基づいてなされ

たものとみなす。



附 則

この規則は、公布の日から施行する。



別表第１

法第３４条各号のいずれか又は政令第３６条第１項第３号に

該当する理由を示す書面の作成要領

該当条項 内 容 図書名 縮 尺 明示すべき事項 備 考

法第 34

条第 1 号

及び政令

第 36 条

第 1 項第

3号イ

日用品販

売店舗等

又は公共

公益施設

１周辺建築物用

途別現況図

1/2,500

以上

・申請地

・住宅、店舗（営業

内容を明示）、工場

等の別及びそれらの

戸数

・半径 150ｍ

以内又は 50 戸

以上の建築物

が連たんして

いる範囲

２業務内容を示

す書面

・販売、加工、修理

等に係る取扱品目、

作業の内容、規模等

３申請者の職務

経歴を示す書面

・業務に関する経

歴、資格等

４公共公益施設

の場合は当該施

設に該当するこ

とを示す書類

・別に定める

公共公益施設

に係る確認書

・社会福祉施

設の設置に関

する誓約書、

事業実績書、

資金計画書等

（社会福祉施

設の場合）

・各資格免許

証の写し（診

療所、助産所

の場合）

法第 34 資源の活 １資源分布状況 1/2,500 ・申請地



条第 2 号

及び政令

第 36 条

第 1 項第

3号イ

用 図 以上 ・資源の種類、分布

の範囲、埋蔵量等

２資源の利用目

的、利用方法等

を示す書面

・資源の利用目的、

具体的な利用方法等

・事業の継続予定期

間

・他の原材料との割

合及びその生産地

３資源の採取等

に係る他法令の

許認可の状況を

示す書面

・他法令の許

認可を必要と

する場合

法 第 34

条第 4 号

及び政令

第 36 条

第 1 項第

3号イ

農林漁業

用施設

１施設を利用し

て行おうとする

業務内容を示す

書面

２申請者の職務

等を示す書面

・業務に関する経

歴、資格等

農林水産

物 の 処

理、貯蔵

及び加工

施設

１処理等を行お

うとする農林水

産物の生産地の

状況を示す書面

・農林水産物の種

類、生産地の分布、

生産量等

２業務内容を示

す書面

・処理等の具体的な

内容

・他の原材料との割

合及びその生産地

法 第 34

条第 6 号

及び政令

中小企業

の 共 同

化・集団

１共同化・集団

化事業の概要を

示す書面



第 36 条

第 1 項第

3号イ

化 ２国・中小企業

総合事業団と一

体としてする県

の助成状況を示

す書面

法 第 34

条第 7 号

及び政令

第 36 条

第 1 項第

3号イ

既存工場

と密接な

関連を有

する事業

１位置図 1/2,500

以上

・既存工場と申請地

の関係

２既存工場の概

要及び当該工場

と申請に係る事

業との関連性を

示す書面

・既存工場との製品

納入、原料供給関係

・事業活動の効率化

の具体的な内容

法 第 34

条第 8 号

及び政令

第 36 条

第 1 項第

3号イ

火薬庫 １火薬の種類・

数量を示す書面

２火薬類取締法

の許可の状況を

示す書面

法 第 34

条第 9 号

及び政令

第 36 条

第 1 項第

3号イ

沿道サー

ビス施設

１周辺建築物用

途別現況図

1/2,500

以上

・申請地

・市街化区域（用途

地域を明示）からの

距離

２サービス対象

の道路の状況を

示す書面

・道路の幅員、性

格、交通量、通過車

両の内容等

３業務内容を示

す書面

・サービスの内容、

規模等

４申請者の経歴

等を示す書面

・業務に関係する経

歴、資格等



道路管理

施設

１施設の概要を

示す書面

・施設の概要及びそ

の設置を必要とする

理由

火薬類の

製造所

１施設の概要を

示す書面

２火薬類取締法

の許可の状況を

示す書面

法 第 34

条 第 13

号及び政

令 第 36

条第 1 項

第 3号ニ

既存権利 １既存権利の届

出書の写し

２土地の登記簿

謄本又は公証人

の認証を受けた

土地賃貸借契約

書の写し

・線引き前から自己

の居住用又は業務用

の建築物等

・自己の業務

用の場合

３申請者の職

歴・業務内容を

示す書面

法 第 34

条 第 14

号及び政

令 第 36

条第 1 項

第 3号

ホ

農家の分

家住宅

１分家する理由

及び市街化調整

区域内に建築し

なければならな

い理由を示す書

面

・ 分 家 の 必 要 性

（例：婚姻、転勤、

帰郷）

・申請者及び本家た

る世帯の市街化区域

内の土地の保有状況

・婚約証明及

び転勤証明等

２住民票謄本 ・本家たる世帯の構

成員として同居して

いた者であること

３現に自己の住

居を有していな

・借家証明書

等



いことを示す書

面

４戸籍謄本 ・申請者と土地保有

者との関係

５土地の登記簿

謄本

・線引き前からの所

有等を証するもの

６農林漁業を営

む者であること

の証明

・本家たる世帯が農

家世帯であること

７周辺建築物用

途別現況図

1/2,500

以上

・申請地

・住宅、店舗、工場

等の別及びそれらの

戸数

非農家の

分家住宅

１農家の分家住

宅欄 1～5、7に

掲げる書面

心身障害

者の分家

住宅

１農家の分家住

宅欄 1～5、7に

掲げる書面

２身体障害者手

帳又は療育手帳

の写し

３生活費に見合

う収入の見込み

のあることを示

す書面

・所得証明書

等

収用対象

事業の施

１事業施行者の

発行する事業決

定されているこ

・事業名及び事業年

度

・収用対象となった



行による

移転

との証明書 土地の名称、地番及

び面積

・収用対象となった

建築物の用途、規

模、構造並びに所有

者の住所及び氏名

２収用対象とな

った土地の現況

図

1/250

以上

・収用対象となった

土地及び建築物の範

囲

３収用対象物件

求積図

1/250

以上

・収用対象となった

土地及び建築物の範

囲の面積

４周辺建築物用

途別現況図

1/2,500

以上

・申請地

・住宅、店舗、工場

等の別及びそれらの

戸数

既存集落

内の自己

用専用住

宅

１周辺建築物用

途別現況図

1/2,500

以上

・住宅、店舗、工場

等の別及びそれらの

戸数

２新規に住宅を

市街化調整区域

内に建築しなけ

ればならない理

由を示す書面

・住宅を建築する必

要性（例．現在の住

居が過密、狭小、借

家である又は定年、

退職等）

・市街化区域内の土

地の保有状況

３戸籍謄本 ・線引き後に取得し

た土地である場合に

は、前所有者との関



係

４土地の登記簿

謄本

・線引き前からの所

有等を証すること

公共公益

施設

１公共公益施設

であることを示

す書類

・別に定める

公共公益施設

に係る確認書

・社会福祉施

設の設置に関

する誓約書、

事業実績書、

資金計画書等

（社会福祉施

設の場合）

・各資格免許

証の写し（診

療所、助産所

の場合）

既存建築

物の用途

（使用主

体）の変

更

○譲渡人に関する書類

１用途変更許可

の対象であるこ

との証明

・適合証明

・建築許可書

２相当期間（原

則 5年以上）建

築物を使用した

ことを証する書

類

・申請者が居住して

いたこと。

・土地の登記

簿謄本

・ 住 宅 の 場

合、住民票

３とくにやむを

得ない事情を証

する書面

・建築主の死亡、転

勤、借金返済、転廃

業、倒産等の事情



○譲受人に関する書類

１譲受するに相

当の理由を証す

る書類

・譲受人が借家に居

住し、住宅に困窮し

ていること。

・当該建築物が申請

者にとって必要な施

設であること。

・ 住 居 の 場

合、賃貸借契

約書等

・工場等の場

合

２同一の機能で

使用することを

証する書類

・ 住 居 の 場

合、誓約書

その他 １開発審査会に

付議した各種の

要件を備えたこ

とを示す図書、

その他町長が必

要と認める図書



別表第２

設計図書等の作成要領

番号 図書の名称 縮 尺 明示すべき事項 備 考

１
開発区域

位置図
1/50,000 以上

・方位

・地形

・開発区域の位置

・開発区域周辺の主要な道

路及び交通機関の位置及び

名称

・放流先河川の位置及び名

称

・国土地理院の地形図

を準備すること。

２ 現況図 1/2,500 以上

・方位

・開発区域の境界（赤線）

・標高差を示す等高線（２

ｍの標高差を示すもの）

・植生区分

・建築物及び既存擁壁等の

工作物の位置及び形状

・開発区域内及び開発区域

周辺の道路、公園、緑地、

広場、河川、水路、取水施

設その他の公共施設並びに

官公署、文教施設その他の

公益的施設の位置及び形状

・道路の幅員、道路交点の

地盤高、河川又は水路の幅

員

・政令第２８条の２第１号

に規定する樹木及び樹木の

・１ha以上のもののみ



集団の位置

・政令第２８条の２第２号

に規定する切土又は盛土を

行う部分の表土の位置

・１ha以上のもののみ

３ 公図写し等 公図どおり

・方位

・開発区域の境界（赤線）

・字、小字の境界

・土地の地番及び形状

・開発区域外で開発行為に

関する工事を行う土地の位

置

・謄写場所及び謄写年月日

・謄写した者の名及び押印

・申請前３か月以内に

謄写したものを提出す

ること。

・開発区域周辺も適宜

表示すること。

・公共用地は次により

薄く着色すること。

公道＝赤

水路＝青

堤塘敷＝うす黒

４
開発区域

区域図
1/2,500 以上

・開発区域並びにその区域

を明らかに表示するために

必要な範囲内において、県

界、市町界、市町の区域内

の字の境界、都市計画区域

界並びに土地の地番及び形

状を表示したもの

５
土地利用

計画図
1/1,000 以上

・方位

・開発区域の境界（赤線）

・工区の境界

・主要構造物の標高

・公園、緑地、広場の位

置、形状、面積、出入口及

びさく又はへいの位置

・開発区域内外の道路の位



置、形状、幅員及び名称

・表面水の流れの方向

・排水施設の位置、形状及

び水の流れの方向

・都市計画施設又は地区計

画に定められた施設の位

置、形状及び名称

・消防水利の位置及び形状

・調整池の位置、形状及び

調整容量（多目的利用の場

合にあっては、専用部分と

多目的利用部分の区分）

・河川その他の公共施設の

位置及び形状

・予定建築物等の敷地の形

状及び面積

・敷地に係る予定建築物等

の用途、規模、構造

・公益的施設の敷地の位

置、形状、名称及び面積

・樹木又は樹木の集団の位

置

・緩衝帯の位置、形状及び

幅員

・法面（崖を含む）の位

置、形状及び勾配

・擁壁の位置及び種類

６
造成計画

平面図
1/1,000 以上

・方位

・開発区域の境界（赤線）



・工区の境界

・標高差を示す等高線（細

線）

・切土又は盛土をする土地

の部分

・擁壁の位置、種類及び高

さ

・法面（崖を含む。）の位

置、形状及び勾配

・道路の中心線、延長、幅

員、勾配及び交差点の計画

高

・調整池の位置及び形状

・予定建築物等の敷地の形

状及び計画高

・造成計画断面図、崖の断

面図及び擁壁の断面図に表

示する断面の位置

・切土又は盛土をする

土地の部分は次により

着色すること。

切土＝黄

盛土＝赤

・切土又は盛土をする

土地の部分で表土の復

元等の処置を講ずるも

のがあるときは、その

部分を図示すること。

７
造成計画

断面図

1/1,000

以上

・開発区域の境界（赤線）

・工区の境界

・切土又は盛土する前後の

地盤面

・計画地盤高

・切土又は盛土をする

土地の部分は次により

着色すること。

切土＝黄

盛土＝赤

８
排水施設

計画平面図
1/500 以上

・開発区域の境界（赤線）

・工区の境界

・排水区域の区域界

・調整池の位置及び形状

・都市計画に定められた排

水施設の位置、形状及び名



称

・道路側溝その他の排水施

設の位置、形状及び種類

・排水管の勾配及び管径

・人孔の位置及び人孔間距

離

・水の流れの方向

・吐口の位置

・放流先河川又は水路の名

称、位置及び形状

・予定建築物等の敷地の形

状及び計画高

・道路、公園その他の公共

施設の敷地の計画高

・法面（崖を含む）又は擁

壁の位置及び形状

９
給水施設

計画平面図
1/500 以上

・開発区域の境界（赤線）

・工区の境界

・給水施設の位置、形状、

内のり寸法

・取水方法

・消火栓の位置

・予定建築物等の敷地の形

状

・自己の居住用の住宅

の建築を目的とする開

発行為を除く。

10
崖の

断面図
1/50 以上

・崖の高さ、勾配及び土質

（土質が２種類以上である

ときは、それぞれの土質及

び地層の厚さ）

・切土又は盛土をする前後

・切土をした土地の部分

に生ずる高さ２ｍを超え

る崖、盛土をした土地の

部分に生ずる高さ１ｍを

超える崖、切土、盛土を



の地盤面

・小段の位置及び幅

・石張、張芝、モルタル吹

付け等の崖面の保護の方法

同時にした土地の部分に

生ずる高さ２ｍを超える

崖及び自然崖について作

成すること。

・擁壁で覆われる崖面

については、土質に関

する事項は示すことを

要しない。

11
擁壁の

断面図
1/50 以上

・擁壁の寸法、勾配並びに

材料の種類及び寸法

・裏込めコンクリートの寸

法

・透水層の位置及び寸法

・擁壁を設置する前後の地

盤面

・基礎地盤の土質並びに基

礎くいの位置、材料及び寸

法

・鉄筋の位置及び径

・水抜き穴の材料、寸法及

び位置

・配筋図を含む。

12

開発区域の

土地の求積

図

1/1,000 以

上ただし、

開発面積が

20ha 以上の

も の は

1/2,500 以

上

・開発区域の面積

・方位

・求積計算表

・開発区域の境界の辺長

・座標求積の場合、有資格

者が、座標値が正しいこと

を証明すること。

原則として求積方法は

三斜法とすること。

道路後退線がある場合

は、申請敷地と区分し

てそれぞれ求積するこ

と。

13 防災工事 1/1,000 以 ・方位 ・開発地が山地で大規



計画平面図 上ただし、

開発面積が

20ha 以上の

も の は

1/2,500 以

上

・開発区域の境界（赤線）

・工区の境界

・標高差を示す等高線

・計画道路線

・防災施設の位置、形状、

寸法及び種類

・段切位置

・表土除去位置

・ヘドロ除去位置及び除去

の深さ

・工事中の雨水排水経路

・防災施設の設置時期及び

期間

模な開発の場合に作成

すること。

14
防災施設

構造図
1/100 以上

・調整池、砂防ダム、その

他の防災施設の形状、構造

及び各部分の寸法

15 構造計算書

・鉄筋コンクリート擁壁、

重力式コンクリート擁壁そ

の他の構造物の構造計算

16 安定計算書
・擁壁で保護しない崖の安

定計算等

17 水理計算書

・放流先河川又は水路の流

下能力

・開発区域内に設置する排

水施設の排水能力

・調整池の調整容量、放流

口及び余水吐の断面等

18
土地調査書

及び地盤改

・土質の状況

・地盤改良の計画

・軟弱地盤等を含む場

合に添付すること。



注意事項

１ 申請図書はＡ４判に製本すること。

２ 設計図書には設計者が記名押印又は署名すること。

３ 設計図書のうち併記可能なものは、別葉としなくてもよい。（この場合には、２種

類程度を限度とする。）逆に、一葉の図面に明示すべき事項全てを表記することが困

難である場合には、別葉としてもよい。

良計画図書

19

予定建築物

の計画平面

図及び立面

図

1/250 以上

大規模建築

物にあって

はこの限り

でない。

・予定建築物の規模（建築

面積及び床面積）、構造、

階数、高さ等

20

その他町長

が必要と認

めるもの

・公共施設新旧対照図

法第３２条の同意又は

協議の内容が現況図、公

図写し等及び土地利用計

画図によって容易に把握

されない場合に添付する

こと。

・道路縦断面図、道路横断

面図、道路断面構造図、排

水施設構造図、公園計画平

面図等

法第３２条協議の結

果、町等に移管されない

こととされた場合又は同

協議が成立しなかった場

合に添付すること。

・その他審査上特に必要と

認める図書



４ 上表に掲げる縮尺によることが不適当である場合は、適切な縮尺で作成すること。

５ 設計図書に用いる凡例は、付表に掲げるところによることとし、用いた凡例を各図

面に表示すること。



別表第３

写真整備の方法

写
真
の
大
き

さ
及
び
色
彩

（１）写真の大きさは、手札判程度とすること。

（２）写真は、カラー判とすること。

提
出
写
真
の
添
付
方
法

（１）台紙の大きさはＡ４判とすること。

（２）表紙には、次の事項を記入すること。

工事名、工事箇所、着手・竣工年月日、施工者名

（３）写真は最初に竣工写真、次に着手前写真を添付し、対照し得るように整理す

ること。

工事中の写真は、各工種について、施工の進捗状況に応じ代表的な各出来高

写真（床掘、基礎、胴込、裏込、法長、型枠、組立、配筋及び型枠取外し後の

出来上りの形状、寸法を撮影したもの）を添付すること。

各
工
種
の
撮
影

（１）一般的事項

各出来高の撮影に当たっては、床掘の深さ・幅、基礎工の厚さ・幅、胴込・

裏込厚及び型枠取外し後の出来上り寸法が明確に判定できるよう箱尺等をあ

て、かつ、工事名、工種、撮影年月日、位置、設計略図及び寸法等を記載した

小黒板（40cm×50cm 程度の黒板。）を置いて撮影すること。

（２）工事着手前及び工事竣工写真

全景を原則とし、できるだけ４方向の同一位置から撮影すること。（立木、

電柱、家屋等の対象物を入れて撮影すれば対照が容易。）

（３）石積工及び擁壁工

延長 40ｍに１箇所程度の割合で基礎の工法、裏込厚、構造物の幅・高さ（法

長）等を撮影する。構造物の幅は法面に直角又は水平に、法長及び高さは埋戻

し面より上で中間点まで撮影すること。

（４）管渠工

断面形状と全景が判読できるよう撮影すること。

（５）篭工

水中に没するものの詰石の大きさ、寸法等を撮影すること。



（６）橋台・橋脚工

水中に没する部分の形状寸法、配筋状況を必ず撮影すること。

（７）その他

上記以外の工種にあっては、静岡県の定める撮影方法により撮影すること。

天災又は出水の際は、被災の状況及び出水の状況を撮影記録しておくこと。



別表第４

品質管理表

レディーミクスト

コンクリート

JIS 表示許可工場の製品

使用の場合

JIS 表示許可の写し

配合報告書

配合計算書

骨材試験成績表

アルカリ骨材反応性試験成績表

JIS 表示許可工場以外の

製品使用の場合

プラント施設概要書

計量器の検定済証明書

品質管理データ

配合報告書

配合計算書

骨材試験成績表

アルカリ骨材反応性試験成績表

セメントの品質証明書

コンクリート

レディーミクストコンクリート強度試験成績報告書

コンクリート強度検査報告書

コンクリート強度管理表

気温及びコンクリート打設記録表

コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表

コンクリート中の塩化物含有量測定表

その他

アスファルトコンクリート配合報告書

路盤材承認願

鋼材検査証明書

品質規格証明書（コンクリートブロック）

二次製品等承認図書（グレーチング、マンホール、ガードレール

等）



別表第５

省令第３４条第１項の申請書に添付する図書の作成要領

添付

順序
図書の名称 備 考

１
政令第３６条第１項第３号に

該当する理由を示す書面
作成要領は別表第１による。

２ 敷地概要書 様式第３９号

３ 位置図（縮尺 1/2,500 以上）

都市計画図（白図）を基に作成すること。

次の事項を明示すること。

・方位及び縮尺

・敷地の位置及び形状（赤線で囲む。）

・敷地の周辺の公共施設

４
敷地現況図（縮尺 1/250 以上

）

次の事項を明示すること。

・方位及び縮尺

・敷地の境界（境界線を赤色とし、境界名を明

示する。）

・建築物等の位置及び形状（除却予定の建築物

等はその旨も明示する。）

・建築物等の用途、規模（建築面積及び延べ面

積）、構造、階数及び棟数

・崖及び擁壁等工作物の位置及び形状

・排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐

口の位置及び放流先の名称

・接続道路及び水路の名称、種類（管理者）及

び幅員（位置指定道路の場合、指定年月日及び

指定番号も明示する。）

・道路を赤色、水路を青色で薄く着色

・地盤高

・現況写真の撮影位置及び方向



５ 公図写し等

申請前３か月以内に謄写したものを提出するこ

と。

敷地及びその周辺を謄写すること。

次の事項を明示すること。

・方位及び縮尺

・敷地の境界（赤線で囲む。）

・字、小字の境界及び名称

・土地の地番及び形状

・道路を赤色、水路を青色で薄く着色

・謄写場所及び謄写年月日

・謄写した者の名及び押印

６
配置図（土地利用計画図）（

縮尺 1/250 以上）

次の事項を明示すること。

・方位及び縮尺

・敷地の境界（境界線を赤色とし、境界名を明

示する。）

・道路後退が必要な場合、道路後退線

・建築物等の位置及び形状（申請建築物はその

旨も明示する。）

・建築物等の用途、規模（建築面積及び延べ面

積）、構造、階数及び棟数

・建築物の建ぺい率、容積率及び最高の高さ

・崖及び擁壁等工作物の位置及び形状（新設す

るものはその旨も明示する。）

・排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐

口の位置及び放流先の名称

・道路、河川占用を要する場合、許可番号及び

許可年月日（申請中の場合は申請日及び受付番

号）

・接続道路及び水路の名称、種類（管理者）及



び幅員（位置指定道路の場合、指定年月日及び

指定番号も明示する。）

・道路を赤色、水路を青色で薄く着色

・地盤高

・切土部を黄色、盛土部を赤色で薄く着色

・切土及び盛土の最大値とその位置（切土及び

盛土がない場合、その旨を明示する。）

・横断面線

７ 横断図（縮尺 1/250 以上）

申請建築物等の上で２方向の横断図を作成する

こと。

切土又は盛土がある場合、その高さが最大の位

置においても２方向の横断図を作成すること。

次の事項を明示すること。

・縮尺

・敷地の境界（境界線を赤色とし、境界名を明

示する。）

・道路後退が必要な場合、道路後退線

・建築物等の位置及び形状（申請建築物はその

旨も明示する。）

・建築物等の用途

・崖及び擁壁等工作物の位置及び形状（新設す

るものはその旨も明示する。）

・接続道路及び水路の名称、種類（管理者）及

び幅員（位置指定道路の場合、指定年月日及び

指定番号も明示する。）

・地盤高

・切土部を黄色、盛土部を赤色で薄く着色

・切土及び盛土の最大値とその位置（切土及び

盛土がない場合、その旨を明示する。）



８
敷地求積図（縮尺 1/250 以上

）

原則として求積方法は三斜法とすること。

座標求積の場合、有資格者が、座標値が正しい

ことを証明すること。

道路後退線がある場合は、申請敷地と区分して

それぞれ求積すること。

次の事項を明示すること。

・方位及び縮尺

・敷地の境界の辺長

・求積計算表

９
建築物等の平面図（縮尺

1/250 以上）

次の事項を明示すること。

・方位及び縮尺

・建築物の建築面積及び延べ面積

・面積計算表（必要に応じて求積図を添付する

。）

10
建築物等の立面図（縮尺

1/250 以上）

２方向以上の立面図を作成すること。

次の事項を明示すること。

・縮尺及び方角

・建築物の最高の高さ

11 土地の登記簿謄本
申請前３か月以内の全部事項証明書を提出する

こと。

12 土地の使用承諾書

13
現況写真（大きさは手札判程

度）

２方向以上のカラー写真を提出すること。

敷地の境界を赤線で明示すること。

次の事項が分かるもの

・敷地の現況

・取付ける公道の現況

・敷地が公道に接する部分の現況

・放流先河川の現況

・崖及び擁壁の現況



注意事項

１ 申請図書はＡ４判に製本すること。

２ 設計図書には設計者が記名押印又は署名すること。

３ 上表に掲げる縮尺によることが不適当である場合は、適切な縮尺で作成すること。

14
その他町長が必要と認めるも

の



別表第６

法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書に添付する図書の作成要領

区 分 図 書

ア 法第２９条

第１項又は第２

項の規定に適合

していることの

証明

ａ 許可の内容

に適合している

ことの証明（ｂ

の 場 合 を 除

く。）

１ 当該許可に係る許可書の写し

２ 位置図

３ 公図写し等

４ 建築物等の配置図

５ 建築物等の平面図・立面図

６ その他町長が必要と認めるもの

ｂ 許可の内容

に適合している

ことの証明（宅

地の分譲であっ

て、開発者が一

括して証明を求

める場合）

１ 当該許可に係る許可書の写し

２ 位置図

３ 公図写し等

４ 区画確定測量図

５ 開発行為に関する工事の検査済証の写し

６ 土地の登記簿謄本

ｃ 許可不要で

あることの証明

１ 位置図

２ 公図写し等

３ 敷地現況図

４ 敷地断面図

５ 敷地求積図

６ 建築物等の配置図

７ 建築物等の平面図・立面図

８ 土地の登記簿謄本

９ 現況写真

10 法第２９条第１項各号又は第２項各号のいず

れかに該当する理由を示す書面（関係機関の発

行する証明書（同条第１項第２号又は第２項第

１号に規定する農業、林業又は漁業を営む者の



居住の用に供する建築物を建築する目的で行う

開発行為にあっては、農林漁業を営む者である

ことの証明書等を含む。））

11 その他町長が必要と認めるもの

イ 法第４３条

第１項の規定に

適合しているこ

との証明

ａ 許可の内容

に適合している

ことの証明

１ 当該許可に係る許可書の写し

２ 位置図

３ 公図写し等

４ 建築物等の配置図

５ 建築物等の平面図・立面図

６ その他町長が必要と認めるもの

ｂ 許可不要で

あることの証明

（ｃの場合を除

く。）

１ 位置図

２ 公図写し等

３ 敷地現況図

４ 敷地断面図

５ 敷地求積図

６ 建築物等の配置図

７ 建築物等の平面図・立面図

８ 土地の登記簿謄本

９ 現況写真

10 法第４３条第１項において制限を受けない建

築物若しくは建築行為等である理由又は同条同

項各号のいずれかに該当する理由を示す書面

（関係機関の発行する証明書等を含む。）

11 その他町長が必要と認めるもの

ｃ 許可不要で

あることの証明

（許可を要しな

い既存建築物の

建替えの場合）

１ 位置図（縮尺

1/2,500 以上）

・方位及び縮尺

・敷地の位置及び形状（赤

線で囲む。）

・敷地周辺の公共施設

２ 公図写し等 ・申請前３か月以内に謄写



したもの

・方位及び縮尺

・敷地の境界（赤線）

・字、小字の境界及び名称

・土地の地番及び形状

・道路を赤色、水路を青色

で薄く着色

・謄写場所及び謄写年月日

・謄写した者の名及び押印

３ 敷地現況図

（縮尺 1/250 以

上）

・方位及び縮尺

・既存建築物の敷地の境界

（境界線を赤色とし、境界

名を明示する。）

・既存建築物の敷地の面積

・既存建築物等の位置及び

形状（除却予定の建築物等

はその旨も明示する。）

・建築物等の用途、建築面

積、延べ面積、構造、階数

及び棟数

・崖及び擁壁等工作物の位

置及び形状

・排水施設の位置、種類、

水の流れの方向、吐口の位

置及び放流先の名称

・接続道路及び水路の名称

、種類（管理者）及び幅員

（位置指定道路の場合、指

定年月日及び指定番号も明



示する。）

・道路を赤色、水路を青色

で薄く着色

・地盤高

・現況写真の撮影位置及び

方向

４ 計画図（縮尺

1/250 以上）

・方位及び縮尺

・予定建築物の敷地の境界

（境界線を赤色とし、境界

名を明示する。）

・予定建築物の敷地の面積

・予定建築物等の位置及び

形状

・予定建築物等の用途、建

築面積、延べ面積、構造、

階数及び棟数

・建築物の建ぺい率、容積

率及び最高の高さ

・崖及び擁壁等工作物の位

置及び形状

・排水施設の位置、種類、

水の流れの方向、吐口の位

置及び放流先の名称

・道路、河川占用を要する

場合、許可番号及び許可年

月日（申請中の場合は申請

日及び受付番号）

・接続道路及び水路の名称

、種類（管理者）及び幅員



（位置指定道路の場合、指

定年月日及び指定番号も明

示する。）

・道路を赤色、水路を青色

で薄く着色

・地盤高

・切土部分を黄色、盛土部

分を赤色で薄く着色

・切土及び盛土の最大値と

その位置（切土及び盛土が

ない場合、その旨を明示す

る。）

・予定建築物の敷地の縦横

断図

・予定建築物の平面図、立

面図

５ 敷地求積図

（縮尺 1/250 以

上）

・原則として求積方法は三

斜法とする。

・座標求積の場合、有資格

者が、座標値が正しいこと

を証明する。

・方位及び縮尺

・敷地の境界の辺長

・求積計算表

６ 新旧対照表 ・参考例を参考に作成する。

７ 土地の登記簿

謄本

・申請前３か月以内の全部

事項証明書を提出する。

８ 既存建築物の

証明書類

次のア又はイを証する書面

ア 既存建築物が線引きの



際に既に適法に建築されて

いたことを証する以下のい

ずれかの書面

・建築確認通知書

・建物の登記簿謄本

・築年次の記載された固定

資産税家屋評価証明書

・その他証するに足る書面

イ 線引き後に適法に建築

されていたことを証する以

下のいずれかの書面

・都市計画法第４３条第１

項に基づく建築許可書

・建築確認通知書

・都市計画法に適合する建

築物等であることの証明書

・その他証するに足る書面

９ 現況写真（２

方向以上）

・道路、敷地境界、既存建

築物が確認できるもの

10 その他町長が必要と認めるもの

ウ その他（法

第３５条の２第

１項、法第４１

条第２項又は法

第４２条の規定

に適合している

ことの証明）

ａ 許可の内容

に適合している

ことの証明

１ 当該許可に係る許可書の写し

２ 位置図

３ 公図写し等

４ 建築物等の配置図

５ 建築物等の平面図・立面図

６ その他町長が必要と認めるもの

ｂ 許可不要で

あることの証明

１ 位置図

２ 公図写し等

３ 建築物等の配置図



（参考例）新旧対照表

注意事項

１ 申請図書はＡ４判に製本すること。

２ 設計図書には設計者が記名押印又は署名すること。

３ 上表に掲げる縮尺によることが不適当である場合は、適切な縮尺で作成すること。

４ 建築物等の平面図・立面図

５ 土地の登記簿謄本

６ その他町長が必要と認めるもの

用途 構造 敷地面積 建築面積 延床面積 建ぺい率 容積率

新 造 階建
㎡

㎡ ㎡ ％ ％

旧 造 階建 ㎡ ㎡ ％ ％

倍率 ― ― ― ― ―



別表第７

開発行為許可申請書等提出部数一覧表

番号 申請書の種類
提出部数

備 考
正 副

１ 開発行為予備審査依頼書 1 ―

２ 開発行為許可申請書 1 1

３ 都市計画法第 34条第 13号の規定による届出書 1 ―

４ 開発行為変更許可申請書 1 1

５ 開発行為変更届出書 1 ―

６ 開発行為変更協議書 1 ―

７ 工事着手届 1 ―

８ 指定工程報告書 1 ―

９ 工事完了届出書・公共施設工事完了届出書 1 ―

10 手直工事（指示事項）完了報告書 1 ―

11 開発区域内における建築等制限解除申請書 1 1

12 安全上の措置に関する計画書 1 1

13 開発行為に関する工事の廃止の届出書 1 ―

14 制限区域内における建築の許可申請書 1 1

15 予定建築物等以外の建築等の許可申請書 1 1

16
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第

一種特定工作物の新設許可申請書
1 1

16 地位の承継届 1 ―

18 地位の承継の承認申請書 1 ―

19
都市計画法の規定に適合する建築物等である

ことの証明申請書
1 1



別表第８

標準処理期間

許可事項等 標準処理期間

開発行為の許可及び変更許可 ３０日

開発区域内の土地における建築等の制限解除 ２５日

制限区域内における建築の許可 ２５日

予定建築物等以外の建築等の許可 ２５日

開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可 ２５日

開発行為の許可に基づく地位の承継の承認 ２０日

都市計画法施行規則第６０条の適合証明 ２５日



様式第１号（第２条関係）

開発行為予備審査依頼書

年 月 日

小山町長 様

住 所

依頼者

氏 名 ○印

電話番号

次のとおり開発行為を行いたいので、小山町開発行為等に関する規則第２条の規定

により予備審査を依頼します。

記

１ 開発行為をしようとする場所

２ 区 域 区 分 □ 市街化区域

□ 市街化調整区域

□ 都市計画区域外の区域

３ 用 途 地 域

４ 面 積 平方メートル

５ 目 的

６ 予定建築物等



様式第２号（第２条関係）

開発計画概要書

開発区域の地名地番

地

目

地 目 区 分 宅 地 農 地 山 林 公共用地 その他 合 計

面積(
実測

公簿
の別）

比率

権 利 等 地盤の状況

申請予定者

住 所

氏 名

電話

工事施行者

住 所

氏 名 電話

設 計 者

住 所

氏 名 電話

開発行為の

目 的

予定建築物

等 の 用 途

設計の方針

開

発

区

域

法令等の名称 区域区分等 有無の別及び面積 備 考

都市計画法

市街化区域 有（ ㎡）無
用途地域

（ ）

市街化調整区域 有（ ㎡）無

都市計画区域外の区域 有（ ㎡）無

都市計画施設 有（ ㎡）無 種類（ ）

建築基準法 災害危険区域 有（ ㎡）無

地すべり等防止法 地滑り防止区域 有（ ㎡）無

急傾斜地の崩壊による災

害の防止に関する法律
急傾斜崩落危険区域 有（ ㎡）無

砂防法 砂防指定地 有（ ㎡）無

土砂災害警戒区域等にお

ける土砂災害防止対策の

推進に関する法律

土砂災害特別警戒区域 有（ ㎡）無

土砂災害警戒区域 有（ ㎡）無

河川法 河川区域 有（ ㎡）無



の

法

規

制

状

況

海岸法 海岸保全区域 有（ ㎡）無

宅地造成等規制法
宅地造成工事

規制区域
有（ ㎡）無

農地法 農地・採草牧草地 有（ ㎡）無

農業振興地域の整備に関

する法律
農用地区域 有（ ㎡）無

森林法

保安林 有（ ㎡）無

保安施設地区 有（ ㎡）無

地域森林計画

対象民有林
有（ ㎡）無

自然公園法
特別地域 有（ ㎡）無

地区区分

（ ）

普通地域 有（ ㎡）無

自然環境保全法 自然環境保全地域 有（ ㎡）無
地区区分

（ ）

鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律
特別保護地区 有（ ㎡）無

文化財保護法
周知の埋蔵文化財

包蔵地
有（ ㎡）無

遺跡等の名称

（ ）

静岡県風致地区条例 風致地区 有（ ㎡）無
地区区分

（ ）

接

続

道

路

道路の名称
排

水

先

河川等の名称

管理者 管理者

道路幅員 整備状況

整備状況 放流の承認

土

地

利

用

計

画

利用区分
営業用地

（自己用地も含む）

公共の用に供する土地
その他 合 計

道路用地 公園用地 排水施設用地

面積

比率

区画の内訳（分譲住宅用地のみ記載） 165～200㎡未満 200㎡以上 合 計

区画数

小山町土地利用事業の適正化に関する指導要綱による協議の状況

予定工期 着 手 年 月 日 完 了 年 月 日



様式第３号（第２条関係）

開発行為現地予備審査表

課 長 課 員 担当者

受 付 日 起 案

現地調査日 決 裁

開発行為予備審査をしたところ、概要は次のとおりであるので、別案のとおり通知する。

開発者氏名

開発行為地

面

積

地目区分 宅 地 農 地 山 林 公共用地 その他 計

公 簿 ㎡

実 測 ㎡

目 的 予定建築物等

権 利 等

地区の状況 指 示 （特 記） 事 項

開発区域に存在する歴史的自

然機能の役割及び変化の有無

各 種 指 定 、 地 域 及 び

地 区 と の 適 合 性

開 発 区 域 内 及 び 周 辺 の

崖 崩 れ 及 び 出 水 の 状 況

開発計画により予測される

各種公害発生の有無及び対策

給 水 計 画

（給水の方法、能力等）

排 水 計 画

（排水の方法、放流先等）



地区の状況 指 示 （特 記） 事 項

樹木の保存計画（現況植生）

と そ の 適 否

消 防 水 利 の 存 在 の

有 無 及 び 方 法

工 事 車 両 等 の 進 入 路 の

有 無 及 び 安 全 対 策

工 事 期 間 中 に 必 要

と さ れ る 防 災 対 策

開発区域内の土地の地盤の

状況（軟弱地盤対策等）

接 続 道 路 の 状 況

公共施設の有無及び管理者

都 市 計 画 施 設 の 状 況

開発行為及び建築行為をする

に当たって必要とされる他の

法令の許認可名及びその機関

そ の 他



様式第４号（第２条関係）

第 号

年 月 日

様

小山町長 氏 名 □印

開発行為予備審査の結果について（通知）

年 月 日付けで提出があった開発行為予備審査依頼書について、内容を審査

したところ、調整又は検討を要する事項は次のとおりです。

なお、開発許可申請は次の事項について対応した後に行ってください。

記

この通知書に記載の通知日から３年以内に開発行為許可申請を提出されない場合、又

は開発行為許可申請の提出前に関係法令の改正があった場合、この通知は効力を失いま

す。



様式第５号（第４条関係）

設計説明書

１ 事業計画の概要

（注）１ 事業の目的、内容、効果等事業計画の概要を記載すること。

２ 既定計画又は将来計画がある場合には、それらとの関連を明記すること。

３ 市街化調整区域内における開発行為にあっては、法第３４条各号のいずれかに

該当する理由を記載すること。

２ 開発区域内の現況

（１）土地の地目別内訳等

（注） 「農地」の「その他」の欄には採草放牧地を記入すること。

区 分

公簿面積 実測面積

既取得地

（㎡）

未取得民有地

（㎡）

未取得公有地

（㎡）

計

（㎡）

面 積

（㎡）

割 合

（％）

宅 地

農

地

田

畑

その他

小 計

山 林

原 野

公共公益用地

そ の 他

（ ）

計



（２）開発区域内の現状

（注）１ 「流末経路」の欄には、放流先から最終の流末河川までを系統ごとに記入する

こと。また、河川の級種別も記入すること。

２ 「取付ける認定道路」の欄には、開発区域内の道路が接続する開発区域外の道

路又は開発区域内の予定建築物等の敷地が接する開発区域外の道路について記載

すること。なお、当該道路を拡幅する場合には、現況幅員及び拡幅後の幅員をそ

れぞれ記載すること。

３ 「進入路区間」の欄には、開発区域内の道路と開発区域外の道路を接続するた

めに設置する道路の区間について記載すること。

標 高
最 高 地 ｍ ～ 最 低 値 ｍ

平 均 ｍ 標 高 差 ｍ

傾 斜

状 況

勾 配 面積（㎡） 割合（％） 土地利用方針

0度～15度

15 度～30度

30 度～45度

45 度以上

地 層

地 質

の概要

河 川

流域

面積 ha

全体面積の

％

流末経路

放 流 先

中間経路

河川法上の

河川又は海

計画地

への交

通 路

取付ける

認定道路

道 線 （Ｗ＝ ｍ）

道 線 （Ｗ＝ ｍ）

進入路区間 Ｗ＝ ｍ Ｌ＝ ｍ 現況地目



（３）土地利用規制現況等

（注）１ 上記のほか規制を受ける法令については、全て記入すること。

２ 「国土利用計画法」の欄には、土地利用基本計画による地域区分の細区分を記

すこと。

３ 土地利用計画

（１）施設計画の概要

根 拠 法 令
規制の種別

（地域区分）

面 積

（ h a ）
根 拠 法 令

規制の種別

（地域区分）

面 積

（ h a ）

国土利用計画法 自 然 公 園 法

都 市 計 画 法 文 化 財 保 護 法

農 振 法

（ 農 用 地 域 ） （ ）
宅地造成等規制法

森 林 法

施設名 面積（㎡） 割合（％） 数量・規模等についての概要説明

（
自
己
用
を
含
む
）

営
業
用
施
設

小 計

公
共
施
設

小 計

公
益
的
施
設

小 計

そ
の
他

小 計

合
計 １００



住区街区の設定計画（分譲地、工場団地に係るもの）

（注）１ 営業用施設

分譲用宅地、ゴルフ場のホール等計画の主たる目的とした施設

２ 公共施設

開発区域内で整備しようとする道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、

水路及び消防の用に供す貯水施設

３ 公益的施設

開発区域内で整備しようとする水道、廃棄物処理施設、バス停、社会福祉施設、

医療施設、公民館・集会所、変電所、官公署、教育施設等

４ その他

上記１～３に区分されない施設、未利用地

５ 工区を設定する場合には、工区ごとにとりまとめること。

（２）開発率

開発区域の面積に対する現地形又は現植生を変更する土地の面積の割合を記入する

こと。

街 区 数 街区
最 大 街 区

面 積

㎡ 街 区 最 長

辺 長

ｍ

最 大 区 画

面 積

㎡

最 小 区 画

面 積

㎡

平 均 区 画

面 積

㎡

予定建築物 合 計

区 画 数

㎡
％

× １００ ＝
㎡



４ 個別計画の明細

（１）防災計画

（注）１ 開発行為において施行する防災計画を明らかにすること。

２ 施設には符号を付す等により図面と対照しやすいようにすること。

３ 流末河川について河川名を明示して現況・流下能力及び改修計画を明示するこ

と。

４ 水理計算書を添付すること。

５ 流出土砂量計算書を添付すること。

６ 調整池容量計算書を添付すること。（下流の流下能力の検討を含む。）

（２）生活用水計画（自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為は除く。）

区 分 種 別 施設概要（構造等）

河川改修

（河川・水路名）

防災施設

（調整池）

（砂防堰堤）

必要調整容量 Ｖ＝ ㎥

調整池容量 Ｖ＝ ㎥

そ の 他

計画給水区分 給水量等

積算の基礎

施設ごとの給水人口等 最大給水量

計画年次 年

ｌ人 ㎥／日

× ＝

計画給水人口 人

１日１人当たり給水量
最大 ｌ／日

平均 ｌ／日

１日当たり給水量
最大 ㎥／日

平均 ㎥／日

時間最大給水量 ㎥／時



（３）工業用水計画（自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為は除く。）

（４）その他の用水計画（自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為は除く。）

生活用水、工業用水以外の用水を使用する場合は、上記（２）、（３）の例に準じ

て記載すること。

（５）水源及び水量（自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為は除く。）

区 分

用 途

使用水量

（㎥／日）
積算の基礎

ボイラー用水

原料用水

製品処理及び洗浄用水

冷却用水

温調用水

その他

計

水源の種別 水 量 等 備 考

水 道

水道の名称 最大受水量

分水又は給水承諾書を添付すること。

㎥／日

地 下 水

くみ上げ地点 最大取水量

地下水の採取計画書を添付すること。

㎥／日

表 流 水

河川の名称 最大取水量
水利権許可書又はこれに準ずるものを

添付すること。
㎥／日



（６）給水施設計画（自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為は除く。）

（７）排水施設計画

（注）１ 雨水と雨水以外の下水、開発区域内と開発区域外とに区分して排水系統ごとに

記入すること。

２ ４（１）防災計画に掲げた施設の再掲は、不要である。

（８）道路計画

（注）１ 「公道の現況」の欄には、開発区域内の道路が接続する開発区域外の道路又は

開発区域内の予定建築物等の敷地が接する開発区域外の道路について記載するこ

と。この場合、Ｌ＝２００ｍの範囲で記載すること。

２ 「進入路」の欄には、開発区域内の道路と開発区域外の道路を接続するために

設置する道路について記載すること。

（９）清掃施設計画

（注）１ し尿・雑排水・ごみに区分して、それぞれの施設計画を明らかにすること。

２ 施設の維持管理の責任及び処理水の水質等処理後の状況を「備考」の欄に記入

すること。

施設区分 規模・構造等についての説明

（例）

貯水槽

給水管

施設区分 規模・構造 積算の基礎等

道路区分
幅 員

（ｍ）

延 長

（ｍ）

勾 配 最小曲線

半 径

（ｍ）

（計 画）

交通量

（台／日）

備 考最小

（％）

最大

（％）

平均

（％）

公道の現況

進入路

幹線道路

支線道路

施設区分 処理方法 規模・構造 積算の基礎 備 考



（10）消防用施設計画

（11）その他の施設計画

５ 関連公共・公益的施設の整備

（注）１ 開発行為に伴って、公共施設又は公益的施設を整備する計画がある場合は、こ

の計画について記載すること。

２ 「協議状況」の欄には、当該施設の管理者との協議の状況を記載すること。

６ 切土盛土の土量集計

（注）１ 土量計算書を添付すること。

２ 符号は、「符号」の欄と土量計算書と同一のものを付し対照しやすいようにす

ること。施行区域は適宜区分すること。

３ 開発区域外からの土砂の搬入又は、開発区域外への土砂の搬出がある場合は、

採取地捨土場所、運搬経路、採取方法、捨土方法について明記すること。なお、

必要に応じて関係図面を添付すること。

施設区分 規模・構造 配置計画

施設名 説 明

施設名 施設管理者 整備計画の明細 協議状況

符 号 施行区域 切 土 盛 土
残 土

不足土
残土・不足土の処理方法

㎥ ㎥ ㎥

計



７ 地盤・法面・擁壁等の安全対策

（１）切土・盛土

（注）盛土高の計算方法は、下図の例によること。

盛土高

（２）法面保護・擁壁

（３）地盤

８ 公園計画（自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為は除く。）

各公園の面積、出入り口の数、勾配、施設計画（利用者の安全確保のための施設、排

水施設、植栽、遊戯施設等）等について記載すること。

なお、開発区域の面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行為であって、

政令第２５条第６号ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、その理由を記載す

ること。

区 分 最大切盛高 法勾配 備 考

切 土

盛 土

位 置 区 分 規模及び構造

改良箇所 改良方法



９ 環境保全対策（開発区域の面積が１ヘクタール未満のものは除く。）

（１）樹木等の保存計画

（注）１ 樹木とは、高さが１０メートル以上の健全な樹木をいう。樹木が広範に分布す

る場合には、数量の単位は、平方メートルとする。

２ 樹木の集団とは、高さが５メートル以上で、かつ、面積が３００平方メートル

以上の健全な樹木の集団をいう。

３ 政令第２８条の２第１号ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、その

理由を記載すること。

（２）表土の復元等の計画

ア 高さが１メートルを越える切土又は盛土をする土地の面積

イ アの土地に対する表土の復元等の措置 （アの土地の合計の面積が１，０００平

方メートル未満のものは除く。）

（３）緩衝帯の配置計画

緩衝帯の配置計画、幅員及び緑化の方針について記載すること。

なお、政令第２８条の３ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、その理由

を記載すること。

区 分 分布状況 保存計画

樹 木
本

（㎡）

本

（㎡）

樹木の集団 ㎡ ㎡

区 分 面 積 （㎡）

切 土

盛 土

合 計

区 分 面 積 （㎡）

表土の復元

客 土

土壌の改良

そ の 他

合 計



１０ 工事中の災害防止等の計画

（１）土砂流出防止計画等

（２）施行管理体制

（注） 工事中の現場管理体制、特に非常時の連絡体制を記載すること。なお、工事施行

者が未定で許可を受ける場合には、工事着手届において明らかにする旨記載し、工

事着手届に添付してもよい。

区 分 具体的な対策等

土砂流出・崩壊

防 止

水 質 汚 濁 防 止

飲 料 水 確 保

交 通 安 全 対 策

騒 音 対 策

そ の 他



１１ 施設完成後の管理計画等

（注）１ ３土地利用計画（１）施設計画の概要に掲げた施設区分に従い、施設完成後の

当該施設の管理者及び管理方法等について記載すること。

２ 公共施設又は公益的施設であって、公共団体に移管されないものについては、

その管理方法等を特に詳細に記載すること。

施 設 名 管 理 者 管理方法等

（
自
己
用
を
含
む
）

営
業
用
施
設

公
共
施
設

公
益
的
施
設

そ
の
他



様式第６号（第４条関係）

設計概要書

１ 設計の方針

（１）開発の目的

（２）基本方針

２ 開発区域内の土地の現況等

（１）区域区分等

□ 市街化区域 （用途地域： ）

□ 市街化調整区域

□ 都市計画区域外の区域

（２）土地の地目別内訳（公簿）

３ 土地利用計画

４ 排水施設の整備計画

（１）雨水排水施設

（２）雑排水施設

地目

区分
宅 地 農 地 山 林 原 野 公共用地

その他

（ ）
合 計

面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

土地利用区分 宅地用地 公共施設用地 その他の用地 計

面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

比 率 ％ ％ ％ ％



５ 地盤対策及び法面処理の計画

（１）地盤対策

（２）法面処理

６ 公共施設の現況及び整備計画

（１）道路

（２）河川又は水路

７ 造成計画

８ その他の施設の整備計画

※ 設計の方針には、開発の目的と計画周辺地との関連や、計画の設計に際し、特に留意

した事項等を記入すること。



様式第７号（第４条関係）

開発区域内権利者一覧表

（注）１ 「物件の種類」の欄には、土地・建物等の種別を記入すること。

２ 「権利の種別」の欄には、所有権・抵当権等の別を記入すること。

３ 「同意の有無」の欄には、その旨を記入し、協議中の場合はその経過を示す説

明書を添えること。

４ 同一物件に複数の権利者がいる場合には、全ての権利者について記入すること。

物件の種類 所在及び地番 面積（㎡） 権利の種別 権利者の氏名 同意の有無 摘 要



様式第８号（第４条関係）

開発行為の施行等の同意書

年 月 日

開発者 住 所

氏 名 様

権利者 住 所

氏 名 ○印

電話番号

私が権利を有する次の物件について、開発行為及び開発行為に関する工事を行うこと

に同意します。

なお、当該物件が公共施設の用に供する土地となる場合があっても異議ありません。

（注） 権利者の印に係る印鑑登録証明書を添付すること。

物件の種類 所在及び地番 面積（㎡） 権利の種類 摘 要



様式第９号（第４条関係）

設計者の資格に関する申告書

年 月 日

小山町長 様

設計者 住 所

氏 名 ○印

年 月 日生

電話番号

都市計画法第３１条に規定する設計者の資格について、次のとおり申告します。

（注）１ 「学歴」の欄には、設計者の資格に関係のある学歴を記入すること。

２ 「実務経歴」及び「設計経歴」の欄には、宅地開発に関する経歴のみを記入す

ること。

３ 都市計画法施行規則第１９条に規定する資格を証する書類を添付すること。

４ 開発区域の面積が２０ヘクタール以上の場合の「設計経歴」の欄には、２０ヘ

クタール以上の開発行為に関する工事の経歴を記入すること。

学

歴

学校の名称 学部及び学科 所在地 修業年限

実
務
経
歴

勤務先 所在地 職 名 在職期間（合計 年 月）

年 月から 年 月まで

年 月から 年 月まで

年 月から 年 月まで

年 月から 年 月まで

設
計
経
歴

事業主体 工事施行者 施行場所 面 積
許認可の番号

及び年月日

㎡
第 号

年 月 日

第 号

年 月 日

第 号

年 月 日

第 号

年 月 日

第 号

年 月 日

都市計画法施行規則第１９条の該当資格
□ 第１号

□ 第２号
イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ



様式第１０号（第４条関係）

申請者の資力及び信用に関する申告書

年 月 日

小山町長 様

住 所

申請者

氏 名 ○印

電話番号

都市計画法第３３条第１項第１２号に規定する必要な資力及び信用について、次のと

おり申告します。

（注） 「法令による登録等」の欄には、宅地建物取引業法による宅地建物取引業者の免

許、建築士法による建築士事務所の登録、建設業法による建設業者の登録等につい

て記入し、当該免許証等の写しを添付すること。

設立年月日 年 月 日 資本金 千円

法令による登録等

従業員数 人（うち土木建築関係技術者 人）

前年度事業量 千円 資産総額 千円

前年度又は前年の納税額 法人税又は所得税 千円 事業税 千円

主たる取引期間

役
員
略
歴

職 名 氏 名 年齢 在社年数 資格・免許・学歴・その他

歳 年

宅
地
造
成
経
歴

工事の名称 工事施行者 工事施行場所 面 積
許認可の年月日

及び番号

着工及び完了

の年月

㎡
年 月 日

第 号

年 月 着工

年 月 完了

年 月 日

第 号

年 月 着工

年 月 完了

年 月 日

第 号

年 月 着工

年 月 完了

年 月 日

第 号

年 月 着工

年 月 完了

年 月 日

第 号

年 月 着工

年 月 完了



様式第１１号（第４条関係）

工事施行者の能力に関する申告書

年 月 日

小山町長 様

申 請 者 住 所

氏 名 ○印

電話番号

工事施行者 住 所

氏 名 ○印

電話番号

都市計画法第３３条第１項第１３号に規定する必要な能力について、次のとおり申告し

ます。

（注） 「法令による登録等」の欄には、建設業法による建設業の許可、建築士法による

建築士事務所の登録等について記入し、当該許可証等の写しを添付すること。

設立年月日 年 月 日 資本金 千円

法令による登録等

従業員数
事 務 技 術 労 務 計

前年度又は前年の納税額 法人税又は所得税 千円 事業税 千円

主たる取引金融機関

建設業法第26条による主

任技術者の住所及び氏名

技
術
者
略
歴

職 名 氏 名 年齢 在社年数 資格・免許・学歴・その他

歳 年

宅
地
造
成
工
事
等
施
行
経
歴

注文主の氏名 元請・下請の別 工事施行場所 面積 許認可年月日 完了年月

㎡ 年 月 日 年 月

年 月 日 年 月

年 月 日 年 月

年 月 日 年 月

年 月 日 年 月



様式第１２号（第４条関係）

（注）１ 別紙には、付替えをした場合と、付替えしない場合のいずれか一つを添付する

こと。

２ その他条件等があれば具体的内容を示すこと。

３ 開発許可申請のときに添付すること。

第 号

年 月 日

様

（公共施設管理者）

住 所

氏 名 □印

都市計画法第３２条第１項の規定に基づく同意書

年 月 日付けの申請については、次のとおり同意します。

記

１ 従前の公共施設一覧表（付替えをしない場合）

別紙（１）のとおり。

２ 付替えに係る公共施設一覧表（付替えをした場合）

別紙（２）のとおり。

３ その他（条件等）



別紙（１）

従前の公共施設一覧表（付替道路、水路を設置しない場合）

（注） 従前の公共施設の名称は、道路、公園等の種別ごとに記入すること。

別紙（２）

付替えに係る公共施設一覧表（付替道路、水路を設置した場合）

（注） 都市計画法第４０条第１項の規定により公共施設の付替えをする場合に記入する

こと。

記入上の留意点

１ 開発区域の公共施設を廃止、拡幅又はそのまま存置する場合には、別紙（１）に記

入すること。

２ その他の場合には、別紙（２）に記入し、「付替え後における従前の公共施設用地

の帰属」の欄には、開発行為の許可を受けた者を記入すること。また、「摘要」の欄

には「付替えに係る公共施設」の所有者を記入すること。

従前の公共

施設の名称

新旧対照

図に付し

た番号

廃止、付

替え、拡

幅等の別

概 要
管理者

名 称

所有者

の名称
摘 要

延 長
幅 員

（管径）
面 積

ｍ ｍ ㎡

従前の公共施設 付替えに係る公共施設 付替え後に

おける従前

の公共施設

用地の帰属

摘要
名 称

新旧対照図に

付した番号

土地所有者

の名称
名 称

新旧対照図に

付した番号

番号 地積 番号 地積



様式第１３号（第４条関係）

新設する公共施設一覧表

上記のとおり都市計画法第３２条に規定する協議を了したことを証します。

年 月 日

（公共施設管理者）

□印

（注）１ 新設する公共施設の名称は、道路、公園等の種別ごとに記入すること。

２ 「概要」の欄の道路の幅員については有効幅員を、道路の面積については道路

敷の面積を記入すること。

３ 拡幅の場合は、従前の公共施設の番号、幅員等を「摘要」の欄に記入すること。

新設する公共

施 設 の 名 称

新旧対照図に

付 し た 番 号

概 要
管理者となる

べき者の名称
摘 要

延 長
幅 員

（管径）
面 積

ｍ ｍ ㎡



様式第１４号（第８条関係）

都市計画法第３４条第１３号の規定による届出書

年 月 日

小山町長 様

住 所

届出者

氏 名 ○印

電話番号

土地（土地の利用に関する所有権以外）の権利について、都市計画法第３４条第１３

号の規定により次のとおり届け出ます。

（注）※印の欄には、記入しないこと。

５欄の予定建築物等の用途の変更は認められませんので注意してください。

１
職 業

(法人の場合は業務内容)

土

地

２ 所在及び地番

３ 地 目
農地転用の許可

年月日及び番号
年 月 日 第 号

４ 面 積 平方メートル

５ 予定建築物等の用途

６ 権利の種類及び内容 所有権 所有権以外の権利（ ）

７ 土 地 の 現 況

※
処
理
欄



様式第１５号（第１１条関係）

開 発 行 為 許 可 審 査 表

申請日 年 月 日 受 付 年 月 日 第 号

申 請 者 氏 名
開 発 行 為 地

開発行為の目的

区 域 区 分

市街化区域･市街化調整区域･

都市計画区域外の区域

用途（ ）

開 発 面 積 ㎡

法第３４条該当号

予定建築物等 自己用・非自己用
自己居住用・自己業務用・

非自己用

設 計 者 氏 名 電話 手 数 料 円

添

付

図

書

項 目 有無 項 目 有無 項 目 有無

１開発行為許可申請書 12 土地の登記事項証明書 23 擁壁の断面図

２設計説明書 13 開発区域位置図 24 開発区域の土地の求積図

３資金計画書 14 現況図 25 防災工事計画平面図

４法第３２条同意及び協議書 15 公図写し等 26 防災施設構造図

５開発区域内権利者一覧表 16 開発区域区域図 27 構造計算書

６開発行為の施行等の同意書 17 土地利用計画図 28 安定計算書

７設計者の資格申告書 18 造成計画平面図 29 水理計算書

８申請者の資力及び信用申告書 19 造成計画断面図 30 土地調査書及び地盤改良計画図書

９工事施行者の能力申告書 20 排水施設計画平面図 31 建築物の平面図・立面図

10 住民票（法人登記事項証明書） 21 給水施設計画平面図

11 予備審査結果に対する措置状況 22 崖の断面図

項目 審 査 経 過 、 指 示 事 項 、 意 見 等 指示月 処理月 補正日数

法第41条による指定 有･無
内容 補正日数計 日

備考 受理月日 施行月日 受理～施行日

数

補正日数計 実処理日数 標準処理期間

日 日 日間 ３０日間



様式第１６号（第１１条関係）

第 号

年 月 日

様

小山町長 氏 名 □印

都市計画法第２９条の開発行為について（許可）

年 月 日付けで申請のあった開発行為について、都市計画法第２９条第 項の規

定により次のとおり許可します。

開

発

行

為

の

概

要

１ 開発区域に含まれる

地域の名称、地番

２ 開発行為の目的及び

開発区域の面積
平方メートル

３ 予定建築物等の用途

４ 工事施行者住所氏名

５ 工事着手予定年月日 年 月 日

６ 工事完了予定年月日 年 月 日

７ 自己の居住の用に供するも

の、自己の業務の用に供する

もの、その他のものの別

８ 法第３４条の該当号

及び該当する理由 届出受付 年 月 日 第 号

９ その他必要な事項

許可に付した条件



様式第１７号（第１２条関係）

開発行為変更許可申請書

年 月 日

小山町長 様

住 所

開発者

氏 名 ○印

電話番号

開発行為の変更の許可を受けたいので、都市計画法第３５条の２第１項の規定により

次のとおり申請します｡

（注）１ ＊印のある欄は、記載しないこと。

２ 「法第３４条の該当号及び該当する理由」の欄は、申請に係る開発行為の変更

が市街化調整区域内において行われる場合に記載すること。

３ 「その他必要な事項」の欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法そ

の他の法令による許可、認可等を要する場合には、その手続の状況を記載するこ

と。

区 分 変 更 前 変 更 後

開
発
行
為
の
変
更
の
概
要

開発区域に含まれる

地 域 の 名 称

開 発 区 域 の 面 積 平方メートル 平方メートル

予定建築物等の用途

工事施行者住所氏名

法第３４条の該当号

及 び 該当 す る 理 由

そ の 他必 要 な 事 項

変 更 の 理 由

開 発 許 可 の 許 可 番 号 年 月 日 第 号

＊ 受付番号 年 月 日 第 号

＊ 変更の許可に付した条件

＊ 変更の許可の許可番号 年 月 日 第 号



様式第１８号（第１２条関係）

開 発 行 為 変 更 許 可 審 査 表

申請日 年 月 日 受 付 年 月 日 第 号

開 発 者 氏 名
開 発 行 為 地

開発行為の目的

区 域 区 分

市街化区域･市街化調整区域･

都市計画区域外の区域

用途（ ）

開 発 面 積 ㎡

法第３４条該当号

予定建築物等 自己用・非自己用
自己居住用・自己業務用・

非自己用

設 計 者 氏 名 電話 手 数 料 円

変更の概要

添

付

図

書

項 目 有無 項 目 有無 項 目 有無

１開発行為変更許可申請書 11 土地の登記事項証明書 21 崖の断面図

２変更理由を記載した書面 12 開発区域位置図 22 擁壁の断面図

３変更事項新旧対照表 13 現況図 24 開発区域の土地の求積図

４事前協議終了に係る通知の写し 14 公図写し等 25 防災工事計画平面図

５設計説明書 15 開発区域区域図 26 防災施設構造図

６資金計画書 16 土地利用計画図 27 構造計算書

７法第３２条同意及び協議書 17 造成計画平面図 28 安定計算書

８開発区域内権利者一覧表 18 造成計画断面図 29 水理計算書

９開発行為の施行等の同意書 19 排水施設計画平面図 30 土地調査書及び地盤改良計画図書

10 工事施行者の能力申告書 20 給水施設計画平面図 30 建築物の平面図・立面図

項目 審 査 経 過 、 指 示 事 項 、 意 見 等 指示月 処理月 補正日数

法第41条による指定 有･無
内容

補正日数計 日

備考 受理月日 施行月日 受理～施行日

数

補正日数計 実処理日数 標準処理期間

日 日 日間 ３０日間



様式第１９号（第１２条関係）

第 号

年 月 日

様

小山町長 氏 名 □印

開発行為の変更について（許可）

年 月 日付けで申請のあった開発行為の変更について、都市計画法第３５条

の２第１項の規定により次のとおり許可します。

許可に付した条件

区 分 変 更 前 変 更 後

開

発

行

為

の

変

更

の

概

要

開発区域に含まれる

地 域 の 名 称

開 発 区 域 の 面 積 平方メートル 平方メートル

予定建築物等の用途

工事施行者住所氏名

法第３４条の該当号

及び該当する理由

その他必要な事項



様式第２０号（第１２条関係）

開発行為変更届出書

年 月 日

小山町長 様

住 所

開発者

氏 名 ○印

電話番号

開発行為の変更をしたので、都市計画法第３５条の２第３項の規定により次のとおり

届け出ます。

（注） 変更に係る事項は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。

変 更 に 係 る 事 項

変 更 の 理 由

開 発 許 可 の 許 可 番 号 年 月 日 第 号



様式第２１号（第１２条関係）

開発行為変更協議書

年 月 日

小山町長 様

住 所

開発者

氏 名 ○印

電話番号

開発行為に関する設計を変更したいので、小山町開発行為等に関する規則第１２条第６

項の規定により次のとおり協議の申し出をします。

（注）変更に係る事項は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。

変 更 に 係 る 事 項

変 更 の 理 由

開 発 許 可 の 許 可 番 号 年 月 日 第 号



様式第２２号（第１２条関係）

第 号

年 月 日

様

小山町長 氏 名 □印

開発行為の設計の変更に関する協議について（通知）

年 月 日付けで提出があった開発行為変更協議について、協議が終了した旨

通知します。

なお、都市計画法施行規則第２９条の工事完了届出書若しくは公共施設工事完了届出書

又は小山町開発行為等に関する規則第１９条の開発区域内における建築等制限解除申請書

を提出する前に、都市計画法第３５条の２第１項の規定による許可を受けなければならな

い旨、申し添えます。



様式第２３号（第１３条関係）

工事着手届

年 月 日

小山町長 様

住 所

開発者

氏 名 ○印

電話番号

開発行為の工事に着手しますので、小山町開発行為等に関する規則第１３条の規定に

より次のとおり届け出ます。

開発許可の許可番号 年 月 日 第 号

開発区域に含まれる

地 域 の 名 称

工事
着 手

完了予定
年月日

年 月 日 着 手

年 月 日 完了予定

工
事
施
行
者

氏 名

住 所

連絡場所
電話番号

現
場
管
理
者

氏 名

住 所

連絡場所
電話番号



様式第２４号（第１３条関係）

工程表

工種 細別 数量 単位

月 月 月 月 月 月 月 月

１ 11 21 １ 11 21 １ 11 21 １ 11 21 １ 11 21 １ 11 21 １ 11 21 １ 11 21

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

通計

歩合
％



様式第２５号（第１４条関係）

指定工程報告書

年 月 日

小山町長 様

住 所

開発者

氏 名 ○印

電話番号

開発行為の工事に関して、指定された工程に達しますので小山町開発行為等に関する

規則第１４条の規定により次のとおり報告します。

（注）※印の欄には、記入しないこと。

１ 開発許可の許可番号 年 月 日 第 号

２ 指定された工程

３ 指定された工程に達する日 年 月 日

※ 検査の要・否



様式第２６号（第１５条関係）

100 ㎝以上

開発行為許可標識

80 ㎝

開発許可の許可番号 年 月 日 第 号

許可者 小山町長

許可を受けた者の住所、氏名（法人

にあっては、名称及び代表者氏名）

工事施行者住所、氏名（法人にあっ

ては、名称及び代表者氏名）
以
上

開発区域に含まれる地域の名称

開発区域の面積 平方メートル

工事予定期間 年 月 日から 年 月 日まで

工事現場管理者氏名

電話番号

予定建築物の用途

80 ㎝
以
上



様式第２７号（第１６条関係）

開発行為に関する工事の完了検査結果書

許 可 番 号 第 号
開発区域の

名 称

許可年月日 年 月 日
着手

完了
年月日

年 月 日 着手

年 月 日 完了

開 発 者 検査年月日 年 月 日

設 計 者 検 査 員

工事施行者 検査立会人

検 査 結 果

手直工事

指示事項

手 直 事 項 等 の 確 認 （ 再 検 査 ）

手直工事（指示事項）完了

報告受付年月日
年 月 日

確認方法及び確認年月日
確認方法 現場検査・写真・その他（ ）

確認年月日 年 月 日

備 考



様式第２８号（第１６条関係）

手直工事（指示事項）完了報告書

年 月 日

小山町長 様

住 所

開発者

氏 名 ○印

電話番号

手直工事

開発行為に関する （許可番号 年 月 日 第 号）が次のとお

指示事項

り完了したので、小山町開発行為等に関する規則第１６条第２項第２号の規定に基づき

報告します。

記

１ 開発区域に含まれる地域の名称

２ 完了検査年月日 年 月 日

３ 手直工事

４ 指示事項

５ 手直工事（指示事項）完了年月日 年 月 日



様式第２９号（第１９条関係）

添付書類の注意事項

１ 許可に係る土地利用計画図…敷地の位置を赤線で囲み表示すること。

２ 建築物等の配置図、平面図及び立面図…建築確認申請と同一のもの

開発区域内における建築等制限解除申請書

年 月 日

小山町長 様

住 所

申請者

氏 名 ○印

電話番号

開発区域内の土地における建築等の制限解除について、都市計画法第３７条第１号

の規定により次のとおり申請します。

開 発 許 可 の 許 可 番 号 年 月 日 第 号

開 発 区 域 に 含 ま れ る

地 域 の 名 称

建 築 等 の 制 限 解 除 を

申 請 す る 土 地 の 区 域

予 定 建 築 物 等 の

用途、規模、構造、棟数

申 請 の 理 由



様式第３０号（第１９条関係）

開発区域内における建築等制限解除審査表

申請日 年 月 日 受 付 年 月 日 第 号

申請者の住所

申請者の氏名

開発許可の許可番号 年 月 日 第 号

開発行為の目的

開発区域に含まれる地域の名称

建築等の制限解除を申請する

土地の区域

図

書

１ 開発区域位置図 ７ 棟別一覧表（用途、規模、構造及び棟数を示す書面）

２ 公共施設工事の検査結果等を示す書面 ８ 防災施設の出来形図

３ 建築工事工程表 ９ 擁壁の出来形図

４ 許可に係る土地利用計画図 10 現況及び工事の施工状況が確認できる写真

５ 建築物等の位置図及び配置図 11 品質管理表

６ 建築物等の平面図及び立面図

棟 別 概 要

棟 用 途 構 造
規 模

備 考
階 数 建築面積 延面積

建築等の予定工期 着手 年 月 日 完了 年 月 日

申請の理由

建築等制限解除の適否の理由



様式第３１号（第１９条関係）

第 号

年 月 日

様

小山町長 氏 名 □印

開発区域内における建築等の制限解除について

年 月 日付けで申請のあった建築等の制限解除について、都市計画法第３７

条第１号の規定により次のとおり解除します。

記

１ 開発許可の許可番号 年 月 日 第 号

２ 開発区域に含まれる地域の名称

３ 建築等の制限を解除する土地の区域

４ 予定建築物等の用途、規模、構造、棟数

５ 解除に付した条件

当該開発区域（開発区域を工区に分けたときは当該工区）の工事の検査済証の交付を

受けるまでは、建築物等は使用してはならない。

ただし、公共施設の帰属を伴う場合は、工事が完了した旨の公告があるまでの間は、

建築物等は使用してはならない。



様式第３２号（第２０条関係）

安全上の措置に関する計画書

年 月 日

小山町長 様

住 所

開発者

氏 名 ○印

電話番号

安全上の措置に関する計画書を作成したので、小山町開発行為等に関する規則第２０

条第２項の規定により次のとおり提出します。

開 発 許 可 の 許 可 番 号 年 月 日 第 号

開発区域に含まれる地域の名称

開発行為に関する工事の施工状況

安全上の措置に関する計画の内容



様式第３３号（第２１条関係）

開発行為工事廃止届受理審査表

届出日 年 月 日 受 付 年 月 日 第 号

開発者の住所

開発者の氏名

開発許可の許可番号 年 月 日 第 号

開発区域に含まれる地域の名称

添

付

図

書

項 目 有無 項 目 有無

１ 開発区域位置図 ４ 公共施設工事の検査結果等を示す書面

２ 工事を廃止した土地の現況図 ５ 現況写真

３ 防災施設等の出来形図 ６ 工事施工写真及び品質管理表

工事着手年月日 年 月 日 ・ 未着手

工事廃止年月日 年 月 日

現地確認年月日 年 月 日 ・ 現地確認不要

工事廃止の理由

公共施設機能回復措置の内容及びその適否

防災措置の内容及びその適否

安全上の措置の内容及びその適否



様式第３４号（第２１条関係）

第 号

年 月 日

様

小山町長 氏 名 □印

開発行為に関する工事の廃止の届出書の受理について

年 月 日付けで届出のあった都市計画第法３８条の規定に基づく開発行

為に関する工事（許可番号 年 月 日 第 号）の廃止の届出書を受

理したので通知します。



様式第３５号（第２３条関係）

制限区域内における建築の許可申請書

年 月 日

小山町長 様

住 所

申請者

氏 名 ○印

電話番号

制限区域内における建築の許可について、都市計画法第４１条第２項ただし書の規定

により次のとおり申請します。

開 発 許 可 の 許 可 番 号 年 月 日 第 号

開発区域に含まれる地域の名称

許可を受けた者の氏名又は名称

制 限 を 受 け た 内 容

建築物の用途、規模、構造、棟数

申 請 の 理 由



様式第３６号（第２３条関係）

第 号

年 月 日

様

小山町長 氏 名 □印

制限区域内における建築の許可について

年 月 日付けで申請のあった建築の許可については、都市計画法第４１

条第２項ただし書の規定により次のとおり許可します。

記

１ 開発許可の許可番号

２ 建築をしようとする場所

３ 建築物の用途、規模、構造、棟数

４ 許可の条件



様式第３７号（第２４条関係）

予定建築物等以外の建築等の許可申請書

年 月 日

小山町長 様

住 所

申請者

氏 名 ○印

電話番号

予定建築物等以外の建築等の許可について、都市計画法第４２条第１項ただし書の

規定により次のとおり申請します｡

開発許可の許可番号 年 月 日 第 号

開発区域に含まれる

地 域 の 名 称

許 可 を 受 け た 者 の

氏 名 又 は 名 称

予定建築物等の用途

予定建築物等以外の

建築物等の用途又は

用途変更しようとする

建 築 物 等 の 用 途

申 請 の 理 由



様式第３８号（第２４条関係）

第 号

年 月 日

様

小山町長 氏 名 □印

予定建築物等以外の建築等の許可について

年 月 日付けで申請のあった建築等の許可について、都市計画法第４２

条第１項ただし書の規定により次のとおり許可します。

記

１ 開発許可の許可番号

２ 建築等をしようとする場所

３ 建築物等の用途、規模、構造、棟数

４ 許可の条件



様式第３９号（第２５条関係）

敷地概要書

申請者の氏名
設計者（作成者）の氏名
設計者（作成者）の住所
設計者（作成者）の TEL －（ ）－

土地 土地の現況等
地 目 権利の内容 面 積

公 簿 現 況 公 簿 ㎡ 実 測 ㎡

第
一
号
ロ
関
係

令
第
三
六
条
第
一
項

安

全

対

策

地
盤
の
改
良
等
の

地盤の改良、擁壁の設置等

安全上必要な措置の要否

要

土地の状況 地盤の軟弱な土地
崖崩れ又は出水

のおそれの多い土地

その他左に類する土地

（災害危険区域急傾斜地崩壊危険区域等）

上記土地に

対する安全

上必要な措

置の方法

必要としない地盤の状況

第
一
号
イ
関
係

令
第
三
六
条
第
一
項

下
水
の
排
出
等

下水の処理方法 汚 水 雨 水

排水施設の規模・構造
名称及び

規 模
構 造

放流先の状況・名称・管理者
放流先の状況

（放流先までの距離）
( ｍ) 名 称 管理者

許可(承諾)等の手続の概要･経緯

第
四
三
条
関
係

建
築
基
準
法

接
続
道
路

建築基準法第４２条該当号

第１項該当

号及び名称
１号 ２号 ３号 ４号 ５号 名称及び位置の指定年月日等

第２項該当
必要な道路の

後退線の距離

(イ) (ロ)

道路の中心線から ｍ 崖等の境界線から ｍ

接続する位置･道路の幅員･管理者
敷地が接続する位置(路地状

敷地である場合はその距離)

敷地の 側

（ ｍ)

幅 員

(路地状敷地である場合はその幅員)

ｍ

( ｍ)
管理者

許可(承諾)等の手続の概要･経緯

その他

他の法令等による許認可の有無及

び手続の概要・経緯

（河川・道路の関係を除く。）



様式第４０号（第２５条関係）

第 号

年 月 日

様

小山町長 氏 名 □印

市街化調整区域内における建築等について

このことについて、都市計画法第４３条第１項の規定により次のとおり許可します。

記

１ 建築等の場所

２ 敷地面積

３ 建築物等の用途、規模、構造、棟数

イ(法第３４条第 号)

４ 該当号 都市計画法施行令第３６条第１項第３号

ロ、ハ、ニ、ホ

５ 条 件



様式第４１号（第２６条関係）

地位の承継届

年 月 日

小山町長 様

住 所

届出者

氏 名 ○印

電話番号

許可に基づく地位を承継しましたので、都市計画法第４４条の規定により次のとおり

届け出ます。

開 発 許 可 の 許 可 番 号 年 月 日 第 号

許可に係る地域の名称

被 承 継 人 の

住 所

氏 名

承 継 の 理 由

承 継 年 月 日



様式第４２号（第２７条関係）

地位の承継の承認申請書

年 月 日

小山町長 様

住 所

申請者

氏 名 ○印

電話番号

開発許可に基づく地位の承継の承認について、都市計画法第４５条の規定により次の

とおり申請します。

開 発 許 可 の 許 可 番 号 年 月 日 第 号

開発区域に含まれる地域の名称

被 承 継 人 の

住 所

氏 名

承 継 の 理 由

権 原 を 取 得 し た 年 月 日 年 月 日



様式第４３号（第２７条関係）

第 号

年 月 日

様

小山町長 氏 名 □印

地位の承継の承認について

年 月 日付けで申請のあった地位の承継について、都市計画法第４５条の

規定により次のとおり承認します。

記

１ 開発許可の許可番号

２ 開発区域に含まれる地域の名称

３ 被承継人の住所及び氏名

４ 自己の居住の用に供するもの、

自己の業務の用に供するもの、

その他のものの別

５ 承継年月日

６ 承認に付した条件



様式第４４号（第２８条関係）

開 発 登 録 簿 小山町 番号

当

初

許

可

許 可 番 号 第 号 承 継 承 認 番 号 第 号

許 可 年 月 日 年 月 日 承継承認年月日 年 月 日

許可を受けた者

の住所及び氏名

承 継 人 の 住 所

及 び 氏 名

工事施行者の

住所及び氏名

区 域

等

地 域

市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域外の区域

用途地域（ ）

開 発 区 域 に

含まれる地域

及 び 面 積

面積 ㎡

予定建築物等の

用 途

工 区

位 置 工区面積㎡ 変更工区面積㎡

法第４１条の

規 定 に よ る

制 限 の 内 容

工事予定期間

変

更

許

可

許 可 番 号 第 号 第 号

許 可 年 月 日 年 月 日 年 月 日

変 更 の 内 容

建
築
制
限
解
除

許 可 番 号 第 号 第 号

許 可 年 月 日 年 月 日 年 月 日

建 物 概 要

工
事
完
了
検
査

検査済証番号 第 号 第 号 第 号

検査済証年月日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

完了公告年月日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

摘 要

備

考



様式第４５号（第３４条関係）

開発登録簿謄本交付申請書

年 月 日

小山町長 様

住 所

申請者

氏 名 ○印

電話番号

都市計画法第４７条第５項の規定により、開発登録簿謄本の交付を申請します。

開発行為許可を受けた者の氏名

開発区域に含まれる地域の名称

謄 本 の 必 要 枚 数 枚

使 用 の 目 的



様式第４６号（第３５条関係）

（注）１ ※印の部分には、記入しないこと。

２ 農林漁業者の場合は、その旨の証明書を添付すること。

都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書

年 月 日

小山町長 様

住 所

申請者

氏 名

電話番号

都市計画法施行規則第６０条の規定により建築物等が都市計画法の規定に適合し

ている旨の証明を次のとおり申請します。

建築しようとする場所

区 域 区 分

□市街化区域

□市街化調整区域

□都市計画区域外の区域

用 途 地 域

開 発 行 為 の 有 無 有 無 ( ㎡)

建 築 物 等 の 用 途

都市計画法上の許可を要

さない場合にはその該当

条項号及び内容

該 当 条 項 号

内 容

都市計画法上の許可を受

けている場合にはその該

当条項、許可の年月日及

び番号並びに許可を受け

た者の氏名又は名称

該 当 条 項

許可の年月日及び番号

許可を受けた者の

氏 名 又 は 名 称

※

上記のとおり都市計画法の規定に適合していることを証明します。

年 月 日

小山町長 氏 名 □印



様式第４７号（第３６条関係）

（表）

（裏）

第 号

身分証明書

職名 氏名

年 月 日 生

上記の者は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８２条第１項の

規定により、立入検査をする権限を有する者であることを証明する。

年 月 日

小山町長 氏 名 □印

都市計画法抜粋

（立入検査）

第８２条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若し

くは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合にお

いては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は

当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。

２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯しなければならない。

３ 前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示し

なければならない。

４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。


